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平成２８年第４回氷川町議会定例会会議録（第１号） 

 

平成２８年９月５日 

午前１０時００分開会 

於     議 場 

１．議事日程（第１日目） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

追加日程第１ 発議第７号 氷川町議会広報調査特別委員会条例を廃止する条例につ

いて 

追加日程第２ 発議第８号 氷川町議会永田義昭議長の不信任決議案について 

追加日程第３ 発議第９号 永田義昭議員及び江嵜悟議員に対する議員辞職勧告決議

案について 

日程第 ４ 行政報告 

報告第 ３号 宮原まちづくり株式会社の経営報告について 

報告第 ４号 平成２７年度氷川町財政健全化判断比率等の報告につい 

       て 

日程第 ５ 承認第 ７号 専決処分の報告及び承認について 

日程第 ６ 承認第 ８号 専決処分の報告及び承認について 

日程第 ７ 議案第３０号 氷川町職員の降給に関する条例の制定について 

日程第 ８ 議案第３１号 氷川町職員の退職管理に関する条例の制定について 

日程第 ９ 議案第３２号 氷川町税条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第３８号 氷川町災害による被害者に対する国民健康保険税の減免

の特例に関する条例の制定について 

日程第１１ 議案第３３号 平成２８年度氷川町一般会計補正予算（第５号）につい

て 

日程第１２ 議案第３４号 平成２８年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第１３ 議案第３５号 平成２８年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第１４ 議案第３６号 平成２８年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第１５ 議案第３７号 氷川町道路線廃止について 
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日程第１６ 認定第 １号 平成２７年度氷川町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第１７ 認定第 ２号 平成２７年度氷川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第１８ 認定第 ３号 平成２７年度氷川介護保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第１９ 認定第 ４号 平成２７年度氷川町下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第２０ 認定第 ５号 平成２７年度氷川町宅地開発事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第２１ 認定第 ６号 平成２７年度氷川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第２２ 同意第 １号 氷川町教育委員会委員の任命について 

 

２．本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 

 

３．出席議員は次のとおりである。（１２名） 

１番 河 口 涼 一          ２番 清 田 一 敏 

３番 長 尾 憲二郎          ４番 上 田 俊 孝 

５番 江 嵜   悟          ６番 三 浦 賢 治 

７番 松 田 達 之          ８番 片 山 裕 治 

９番 米 村   洋         １０番 笠 原 良 一 

１１番 上 田 健 一         １２番 永 田 義 昭 

 

４．欠席議員はなし。 

 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  草 野 信 一     書 記  河 野 香 織 

 

６．説明のため出席した者の職氏名 

町    長  藤 本 一 臣     副 町 長  平   逸 郎 

教 育 長  太 田 篤 洋     総 務 課 長  陳 野 信 次 

企画財政課長  森 田 寿 也     税 務 課 長  岩 本 博 美 
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町民環境課長  野 田 俊 明     健康福祉課長  増 永 光 幸 

農業振興課長  尾 村 幸 俊     農地整備課長  前 田 昭 雄 

建設下水道課長  前 崎   誠     総務振興課長  木 本 栄 一 

商工観光課長  西 田 美 子     会 計管理者  濤 岡 美智代 

学校教育課長  稲 田 和 也     生涯学習課長  沖 村 眞 一 

農業委員会事務局長  星 田 達 也     代表監査委員  本 田 孝 志 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 皆さん、おはようございます。 

ただいまから、平成２８年第４回氷川町議会定例会を開会します。 

これから本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（永田義昭君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、５番、江嵜

悟君、６番、三浦賢治君を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（永田義昭君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月６日までの２日間としたいと思

います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月６日ま

での２日間とすることに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（永田義昭君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

今回受理した請願・陳情等は、お手元に配りました請願・陳情等一覧表のとおり

です。この１件は資料を配付します。 

例月出納現金検査並びに備品監査が実施され、その報告書が提出されていますの

で報告します。なお、報告書は議会事務局に保管してありますので、自由に閲覧願

います。 

次に、平成２８年第１回八代広域行政事務組合議会臨時会が開催され、会議録が

提出されていますので報告します。なお、この会議録は議会事務局に保管してあり

ますので、ご自由に閲覧願います。 

次に、平成２８年７月２８日に、熊本県町村議会議長会理事会が熊本市で開催さ

れ、議長が出席しましたので報告します。 

次に、平成２８年８月１日に、熊本県町村議会議長会正副議長研修会が熊本市で

開催され、正副議長が出席しましたので報告します。 
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次に、平成２８年８月２３日に、熊本県町村議会議長会議会常任委員長・議運委

員長研修会が美里町で開催され、松田委員長と江嵜委員長が出席しましたので報告

します。 

これで、諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○６番（三浦賢治君） 議長。 

○議長（永田義昭君） はい、三浦賢治君。 

○６番（三浦賢治君） 動議をお願いします。 

○議長（永田義昭君） はい。 

○６番（三浦賢治君） 動議については、氷川町議会広報調査特別委員会条例を廃止す

る条例でございます。よろしくお願いします。 

○議長（永田義昭君） お諮りします。ただいま、三浦賢治君から発議第７号が提出さ

れました。これを日程に追加し、追加日程第１を議題にしたいと思います。ご異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。発議第７号を日程に追加し、追加日程第

１として議題にすることに決定しました。 

 追加日程第１、発議第７号、氷川町議会広報調査特別委員会条例を廃止する条例

についてを議題にします。提出者の説明を求めます。 

ちょっと休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時０５分 

再開 午前１０時１１分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

お諮りします。ただいま、三浦賢治君から発議第７号が提出されました。これを

発議第７号を日程に追加し、追加日程第１として議題にすることに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

追加日程第１ 発議第７号 氷川町議会広報調査特別委員会条例を廃止する条例につ

いて 

○議長（永田義昭君） 追加日程第１、発議第７号、氷川町議会広報調査特別委員会条

例を廃止する条例についてを議題にします。 

提出者の説明を求めます。三浦賢治君。 

○６番（三浦賢治君） 皆さん、おはようございます。 
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発議第７号、氷川町議会議長永田義昭殿。提出者、氷川町議会議員三浦賢治。賛

成者、氷川町議会議員米村洋。氷川町議会広報特別委員会条例を廃止する条例。 

上記の議案を、別紙のとおり（地方自治法第１１２条並びに会議規則第１４条２

項）会議規則第１４条１項及び第２項の規定により提出します。 

氷川町議会広報特別委員会条例を廃止する条例について、氷川町議会広報調査特

別委員会条例（平成２２年３月２９日条例第５号）は、廃止する。附則、この条例

は、平成２８年９月７日から施行する。 

提案理由。議会活動を町民に報告する唯一の情報機関として、平成２２年３月に

広報調査特別委員会が設置され、広報誌が発行されてまいりました。その間、広報

誌の充実を図るため研修にも積極的に参加し誌面作りに努力してきましたが、記事

の不公平な部分や議会活動を懸念する内容が多々あり、議会と町民の間に不信感が

生じ広報誌の重要性が失われたもので、直ちに廃止して、町民の皆さんに直接対話

する座談会方式に移行することが、議会活動の情報発信に繋がるので、広報調査特

別委員会を廃止する。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） ありませんね。質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、発議第７号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（永田義昭君） 起立多数です。したがって、発議第７号は原案のとおり可決さ

れました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○９番（米村 洋君） 議長。 

○議長（永田義昭君） はい、米村洋君。 

○９番（米村 洋君） 永田義昭議長の不信任案の動議を提出します。 

○議長（永田義昭君） はい。米村洋君。動議の趣旨を簡単に説明願います。 

しばらく休憩します。 

○９番（米村 洋君） 議長、議長、動議を出したんだから、議長に対しての不信任案
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の動議だから、議長が結局日程に加えるか加えんか言って、退席、除斥しなきゃい

かんのじゃないの、議長。 

○議長（永田義昭君） いやいや。これ配付してからです。 

○９番（米村 洋君） 局長。文面ば読ませちゃいかんよ、議長の不信任案の文面は。 

○議長（永田義昭君） ただいま米村洋君から、氷川町議会議長永田義昭君を信任しな

い。議長の不信任決議案の動議が提出されました。この動議は、賛成者があります

ので、成立しました。 

お諮りします。この動議を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに

ご異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 第２ですね。すみません、追加日程第２です。第２として議題

とすることに異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。したがって、この動議を日程に追加し、

追加日程第２として議題とすることに決定しました。 

ただいまから、議案作成のためしばらく休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時１８分 

再開 午前１０時３６分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

追加日程第２ 発議第８号 氷川町議会永田義昭議長の不信任決議案について 

○議長（永田義昭君） 追加日程第２、発議第８号、氷川町議会永田義昭議長の不信任

決議案についてを議題とします。 

私は当事者でありますので、地方自治法第１１７条の規定によって退場します。 

これより、議長の職務を地方自治法第１０６条の規定により副議長に行わせま

す。 

［永田義昭議員 退場］ 

○副議長（上田健一君） 議長が退場されましたので、地方自治法第１０６条の規定に

よって、議長の職務を私、副議長が行います。 

ここで提出者の説明を求めます。米村洋君。 

○９番（米村 洋君） 発議第８号、平成２８年９月５日、氷川町議会永田義昭議長の

不信任案決議案を提案いたします。上記の議案は別紙のとおり、地方自治法１１２
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条並びに会議規則第１４条第１項及び第２項の規定によって提出します。 

提案理由は、平成２８年８月５日、氷川町宮原の桜屋での勉強会の終了後、議長

らは八代市内に行って飲食しております。翌日の午前０時頃、某運転手所有の軽自

動車の定員４名と知っていながら、議長らは４名が乗車したため運転手を含め５名

の乗車となり、定員オーバーの道路交通法違反の状態で八代市内から氷川町まで乗

車しております。これは、道路交通法第５７条（乗車又は積載の制限等）の違反で

あります。罰則６カ月以下の懲役又は１０万円の罰金となっております。 

議長はこの違反を知りながら、なぜ乗車されたのか。道路交通法で検挙された時

はどのような対処をされるつもりだったのか。 

３月議会において、飲酒運転等疑惑で不信任案決議案を提出されていながら、ま

た交通安全協会の監査として指導する立場でありながら、運転手に指導することな

く軽自動車の運転をさせたことは、議長が違反行為に加担したと言っても過言では

ないかと思います。 

このような疑惑を招く軽率な行動によって、議会を代表する議長として議会の信

用を失墜させ、議長の職責に対する危機管理が全くできていないと思います。議長

が自ら議長職を辞して責任を取るべきではないでしょうか。 

よって、議長不信任決議案を提出します。 

○副議長（上田健一君） ここで提出者の説明が終わりました。これから、提出者に対

する質疑を行います。質疑ありませんか。河口議員。 

○１番（河口涼一君） ただいま提出されましたこの文書の中身について、お尋ねをし

たいと思いますが。 

まず、事実の確認ですが、８月５日に勉強会。 

○副議長（上田健一君） ちょっと河口議員。米村議員こっち。 

○１番（河口涼一君） はい、副議長。 

○副議長（上田健一君） どうぞ。 

○１番（河口涼一君） それでは事実の確認をいたしたいと思いますが、８月５日に勉

強会をされたのちに八代市内まで何人かで出掛けられて、その後ここに示してあり

ます時間に４名の定員に５名乗車して帰って来られたということですが、これはど

ういうふうにして事実の確認をなさったところですか。まあ事実だということでこ

こにお出しになっているんだと思いますが、ちょっとそこの経緯をお願いします。 

○９番（米村 洋君） ええ、８月５日翌日、某運転手からこういう証言をいただいた

ところであります。 

○副議長（上田健一君） 河口議員。 

○１番（河口涼一君） 重ねてお尋ねしますが、この某運転手という方も一緒に市内ま
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でお出掛けになって、それから４名どなたが乗車されたのかここではわかりません

けれども、合わせて５名が乗車して来られたと。これも事実だということで、それ

ぞれ皆さんお認めになったということでよろしいですか。 

○９番（米村 洋君） そうです。それでいいと思います。 

○副議長（上田健一君） ほかにありませんか。 

○９番（米村 洋君） いいですか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（上田健一君） これで質疑を終わります。質疑なしと認めます。 

これから、討論を行います。討論ありませんか。 

［「議長、あれ。本人の弁明。」という者あり］ 

○副議長（上田健一君） ないみたいです。せんとだろ。 

［「ないということですか。」という者あり］ 

○副議長（上田健一君） 発言しないということで。 

［「発言しない。ということは、承認しとるということですね。」という者あり］ 

［「承認したということですか。これを。」という者あり］ 

○副議長（上田健一君） それを認めたということだろ。 

［「これを承認したということですよ。大事なことですよ。」という者あり］ 

○副議長（上田健一君） いや、そこは確認はしてないですね。 

［「それは、ここへ来てその、するべきじゃないですか。これに対して本当なのか

嘘なのか。」という者あり］ 

［「弁明する時間を設けとるということになりますから、本人は弁明しないという

ことですか。」という者あり］ 

○副議長（上田健一君） 発言はしないということで、事務局には届けてあるみたいで

す。 

［「じゃあ、承認したということですね。」という者あり］ 

［「しないんですから、認める認めないの発言をしないということでしょ。」とい

う者あり］ 

○副議長（上田健一君） 発言はしないということですね。笠原良一君。 

○１０番（笠原良一君） ３月議会では、されておりますね。これは常習的にしておら

れるのではないかと、私は思います。３月議会では飲酒運転疑惑はべらべらとしゃ

べられました。皆さん、ご存じのとおりです。今回していないというのは、ちょっ

とそのへんの温度差があると思います。 

はい、終わります。 

○副議長（上田健一君） ほかにありませんか。三浦議員。 
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○６番（三浦賢治君） ここに来て弁明しないということは、これをもう認めたという

ことでよかですか。 

○副議長（上田健一君） 立ってから、起立して。 

○６番（三浦賢治君） ここで弁明をされないということならば、もう事実ということ

で認めていいわけですか。 

［「その解釈でしょ。」という者あり］ 

○６番（三浦賢治君） そこのところ、議長、しっかり。 

○副議長（上田健一君） ちょっと再度、休憩します。私が確認してみます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時４６分 

再開 午前１０時５１分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○副議長（上田健一君） 休憩前に続きまして、会議を開きます。 

ただいま三浦議員より、ここの会場での発言に対して、ここで発言をするのかと

いうことで、私今確認しましたところ、もうしないということで。ということはで

すね。はい、三浦議員。 

○６番（三浦賢治君） ということは、もう認められたということですね。 

○副議長（上田健一君） ということに、はい。 

［「認められたということですね。」という者あり］ 

○副議長（上田健一君） はい。これで質疑を終わります。 

これから、討論を行います。討論は何かありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（上田健一君） はい。これから、発議第８号、永田義昭君に対する不信任決

議案を起立により採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立

願います。 

［賛成者起立］ 

○副議長（上田健一君） 起立、あの起立同数です。議長採決として、私は反対しま

す。したがって、本案は否決されました。 

以上をもちまして、私、副議長は議長の職務を降ります。 

［永田義昭議員 入場］ 

○議長（永田義昭君） 発議第８号の審議のため、退席しておりましたが、再び議長の

職務に復帰します。進みます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○９番（米村 洋君） いいですか議長、動議ですよ、また。 



 

 － 13 －

○議長（永田義昭君） 動議ですか、はい。 

○９番（米村 洋君） 永田義昭議員と並びに江嵜悟議員の辞職勧告決議案を動議とし

て提出します。 

議長、議事日程諮って追加してだね、議長、粛々やらんといかんでしょ。 

○議長（永田義昭君） ただいま米村洋君から、永田義昭議員及び江嵜悟議員に対する

議員辞職勧告決議案の動議が提出されました。この動議は賛成者が１人以上の賛成

者がありますので、成立しました。 

お諮りします。この動議を日程に追加し、追加日程第３として議題とすることに

異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。 

ここでしばらく休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５７分 

再開 午前１１時０８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 再開いたします。 

ただいま米村洋君から、永田義昭議員及び江嵜悟議員に対する議員辞職勧告決議

案についての動議が提出されました。この動議は１人以上の賛成者がありますの

で、成立しました。 

お諮りします。この動議を日程に追加し、追加日程第３として議題とすることに

異議はありませんか。江嵜悟君。 

○５番（江嵜 悟君） 今回の決議案の議案を見せてもらったんですけれども、この議

員辞職勧告ですので、議案としては永田議員、江嵜の議員辞職それぞれで私は提出

すべきもので、これは同一で一緒にこれを採決するというのは問題があると思いま

すが、いかがでしょうか。 

○議長（永田義昭君） ただいま江嵜悟君から、別々にという意見が出ましたが。 

○９番（米村 洋君） それは必要ないですよ。両方に対してのですね、やっとるんで

すから。 

○議長（永田義昭君） ちょっと休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時１０分 

再開 午前１１時２４分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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○議長（永田義昭君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

追加日程第３ 発議第９号 永田義昭議員及び江嵜悟議員に対する議員辞職勧告決議

案について 

○議長（永田義昭君） 追加日程第３、発議第９号、永田義昭議員及び江嵜悟議員に対

する議員辞職勧告決議案についてを議題とします。 

本案件については、地方自治法第１１７条の規定に関わる議員の退席を願いま

す。私も当事者ですので。 

［永田義昭議員、江嵜悟議員 退場］ 

○５番（江嵜 悟君） 局長、弁明はしません。 

［「議長。さっきの別々にするのか同時にするのか結論が出ておりません。」とい

う者あり］ 

［「結論、出とるですたい。採決は、１人ずつ採決するとでしょ。」という者あ

り］ 

［「いやいや、１人ずつ採決するから片方の人は採決のときには参加しないとなれ

ば。」という者あり］ 

［「いや、議長、１つ忘れておるですよ。」という者あり］ 

［「そんなの何かあったときは、私がまとめて何人も・・・・・。」という者あ

り］ 

［「副議長、追加してね、除斥は自分らでできんから。江嵜議員の名前が入ってな

いから、今の議長は。自分だけ除斥すると言ってるから。彼が除斥しとっとだか

ら。」という者あり］ 

○副議長（上田健一君） なら、居てもらわなんですたい。 

［「だから、言うて。副議長から言って。」という者あり］ 

［「採決のときには１人は、１人ずつしなはらんばおかしゅうなっでしょ。」とい

う者あり］ 

○副議長（上田健一君） これが始まる前ですが、米村議員より江嵜議員は除斥は、発

言議長よりなかったということですが、よろしいですか。このまま進めても。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

［「だから副議長から、議長変わりましたから除斥としますと言うたらいいです

よ。」という者あり］ 

［「議長、公平忠実にですね。」という者あり］ 

○副議長（上田健一君） はい。 

［「議長ね、あのう追加してくださいよ。今、議長とその永田義昭議員と江嵜議員
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を除斥になりましたということを。」という者あり］ 

○副議長（上田健一君） 報告するんですね。会議を始めます。今、永田議長と江嵜議

員が退場されましたので報告しておきます。 

［「いや、「承認します」と言ってください。」という者あり］ 

○副議長（上田健一君） 承認します。では、地方自治法第１６０条の規定によって議

長の職務を私、副議長が行います。 

ここで提出者の説明を求めます。米村洋君。 

○９番（米村 洋君） 発議第９号、平成２８年９月５日、永田義昭議員及び江嵜議員

に対する辞職勧告決議案をいたしたいと思います。上記の議案を別紙のとおり、地

方自治法１１２条並びに会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により提出しま

す。 

提案の理由。平成２８年８月５日、氷川町宮原の桜屋で勉強会の終了後、永田義

昭議員と江嵜議員らは八代市内に行って飲食をしている。翌日の午前０時頃、某運

転手所有の軽自動車の定員が４名と知っていながら、両議員は４名が乗車したため

運転手を含め５名の乗車となり、定員オーバーの道路交通法違反の状態で八代市内

から氷川町まで乗車している。これは道路交通法第５７条（乗車又は積載の制限

等）の違反であり、罰則は６カ月以下懲役又は１０万円以下の罰金となっていま

す。 

両議員はこの違反を知りながら、なぜ乗車されたのか。道路交通法違反で検挙さ

れた時はどのように対処されるつもりだったのか。議員として職責に対する危機管

理は全くなく、議員として倫理観が欠如しております。 

このような疑惑を招く軽率な行動によって、両議員が議会の権威、信用を失墜さ

せたことは無視するわけにはいきません。両議員が違反行為に加担したと言っても

過言ではありません。両議員は自ら責任を取って議員を辞職するべきだと考えま

す。 

よって、永田義昭議員と江嵜悟議員に対し議員辞職勧告決議案を提出します。 

○副議長（上田健一君） これから、提出者に対する質疑を行います。質疑はありませ

んか。河口議員。 

米村議員、登壇をお願いします。 

○１番（河口涼一君） ちょっと本来の意味からすると質疑とずれるかもしれませんけ

れども、今回お二人を同時に提案をされておりますが、内容が一緒だから同時に審

議をするということで実施をされると思いますけれども、これが決議に至ってはそ

れぞれお一人お一人を。 

○９番（米村 洋君） 河口議員、私に対しての質疑でありますから。 
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○１番（河口涼一君） いえいえ、まだ続きますから。質疑ということで、提案者はよ

ろしいんですね。そういうご理解でいいんですね。 

○９番（米村 洋君） どういうことですか。もう１回言ってください。 

○１番（河口涼一君） ですから、今、２人同時に辞職の勧告の提案されてますが、こ

れを採決をするときに、議決をするときには、当然２人とも一緒に議決をするとい

うことではなくて、永田さんそれから江嵜さんということで採決をしていただかな

いと、これはあの。 

○９番（米村 洋君） いえ、それは質疑になっていません。私の質疑に対して。 

○１番（河口涼一君） ですから、そういう意味での提案ということでよろしいんです

よね。 

○９番（米村 洋君） ですから、それに対しての質疑になっていません。 

○１番（河口涼一君） いやいや。ですから、そういう意味で考えて提案しているんで

しょと。 

○９番（米村 洋君） それは質疑の論点が外れていますよ。注意してください。 

○１番（河口涼一君） いや、ですから決議までほぼ一緒にやるんですかという話です

よ。この２人一遍に決議ということはできるんですか。 

○９番（米村 洋君） 私に対してね、私が提案したのは、道路交通法違反でこの乗車

ね、軽に４名しか乗れないのに５名に乗車したということの辞職勧告決議案を提案

しておるんですから、今の河口議員の質疑は論点が外れてますから。議長から注意

してください。 

○１番（河口涼一君） いやいや、それはわかってますけど。 

○９番（米村 洋君） わかってるんだったら、やらないでください。 

○１番（河口涼一君） じゃあ、両方一緒に決議をするこということも含めて提案して

いるんですかということを聞いているんでしょ。 

○９番（米村 洋君） いや、わかってるんだったら。いや、あなたの対しての質疑の

論点が外れてますからね。 

○１番（河口涼一君） 決議は別にせんとですね、議員としての。 

○９番（米村 洋君） 答弁はできません。 

○１番（河口涼一君） だったら１人で３人も４人も一遍に出したら。 

○９番（米村 洋君） 議長ね、あなたね１つ言うけどね、これは１事案だから、１つ

の事案だから、と解釈してもらって構いません。 

○１番（河口涼一君） １つの事案でじゃあ結構ですから、採決するときには。 

○副議長（上田健一君） 河口議員、県のほうはね。 

○９番（米村 洋君） それは、採決は関係ないて。 
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○副議長（上田健一君） 一緒によかて。 

○１番（河口涼一君） ２人一遍に。 

○副議長（上田健一君） 構わん、うんよか。という返事もらってます。 

○９番（米村 洋君） 構わないですよ。 

○１番（河口涼一君） じゃあ、今後１人で何人も一遍にすれば変わってきますね。 

○９番（米村 洋君） あのね、ちょっと注意してくださいよ。質疑にね、質疑と私に

対しての疑義があるから、疑義にあることに対して質疑してください。 

○１番（河口涼一君） そこまでわかった上で質問しているんですか、ということです

から、そうですと答えていただければ。 

○９番（米村 洋君） あなたね、今ね、副議長言ったでしょ。県の見解、地方自治法

に辞職勧告決議案が載ってないんですよ。ね、県の見解を今調べたらね、同一であ

っても構いませんという答申がきているわけですよ。 

○１番（河口涼一君） それは、何人もいいということですね。わかりました、進めて

ください。 

○９番（米村 洋君） はい。 

○副議長（上田健一君） ほかに、ありませんか。片山議員。 

○８番（片山裕治君） 今回、先ほど議長の辞職勧告が出たわけですけども、それ成立

しました。今回２名。 

○９番（米村 洋君） 不信任案。 

○８番（片山裕治君） はい、不信任案。で、今回また２名で連名で出すということ

は、議会制民主主義の、多数決にちょっと反すると考えますけれども、米村議員さ

んはどういうお考えですか。今回の２名出すということに対して。 

○９番（米村 洋君） これはですね、１つのこれはね、最初の提案は議長に対しての

不信任案。議長としての資格はないですよと提案しているわけですよ。しかし、こ

れはね勧告、議員としてあるまじき行為だということで提案しているわけですよ。

そのへんのところ、片山議員、ご理解いただきたいと思います。 

○副議長（上田健一君） よろしいですか。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（上田健一君） 質疑なしと認めます。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。三浦議員。 

○６番（三浦賢治君） これ江嵜議員も辞職勧告があっとりますが、これ江嵜議員は、

認めるわけですか。 

○副議長（上田健一君） 私ですか。 

○６番（三浦賢治君） 江嵜議員。この内容について、江嵜議員は認められるわけです
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か。 

○副議長（上田健一君） 江嵜議員はですね、事務局に発言はしないからということで

ありますので。 

○６番（三浦賢治君） そういうことは、もう認めたということですね。そこのところ

をはっきりしてくださいよ。認める、認めん。そら先ほども一緒じゃなかったじゃ

なかですか。議長が尋ねに行かれた。発言はしない。じゃあ、認めたっですねと言

ったら、認めましたということだったじゃないですか。だけど議長として、公平な

やり方をやっていただきたいと思います。 

○副議長（上田健一君） はい、米村議員。 

○９番（米村 洋君） 提案者の質疑とはちょっとおかしいですけどね、先ほど江嵜議

員に対しても永田議員に対しても、公弁の時間は与えることになっていますから、

何で正々堂々と出て来て自分に対して公弁しないのか。先ほど議長が、不信任案の

時にですよ、認めるということを副議長を通じて認めるということの間接的な答弁

でなくて、何で本人が堂々と来てですよ、謝罪をするなりしてですよ、軽率であっ

たというような謝罪をするのが普通じゃないかと思うんですよね。そして、まずい

ことはやらない。それはちょっとおかしいんじゃないですか。だから、これは例え

ば先ほどもこの行政犯として処罰されるのは運転手です。本人たちは何も関係あり

ません。しかし、それを知っていながら乗車するという、違反行為を知っていなが

ら乗車するとその行為が議員の辞職に値するという見解ですよ。また議長不信任案

に値するというのが私の見解であります。 

○副議長（上田健一君） じゃ、議長の、あれです、失礼しました。江嵜議員の確認取

らんといかんですかね。 

［「はい。」という者あり］ 

○９番（米村 洋君） いや、いいです。確認取らなくても本人がもう認めたと言って

ね、というようになりますから。もう議長が認めとるんだから江嵜議員も認めたと

いうことで公弁しないと思いますよ。 

○副議長（上田健一君） それで進めてよろしいですか。 

○９番（米村 洋君） いいですよ。はい。なら、いかんだったなら副議長議長、確認

してきてください。三浦議員からこういう提案をされとるということで。自分が背

任的な行為じゃなかったら堂々として、登壇して公弁してほしいということを言っ

てください。 

○副議長（上田健一君） すみません。ちょっと休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時４１分 
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再開 午前１１時４２分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○副議長（上田健一君） 議会を再開します。 

江嵜議員のほうより、弁明の申し出がありましたので、弁明を許可します。江嵜

議員。 

○５番（江嵜 悟君） 議長のお許しを得ましたので、弁明というよりもこの日、夜の

件について少しお話をさせてもらいたいと思います。 

実は、今、米村議員のほうから提出された案件については、そのとおりです。

で、私は某運転手の方は私の先輩で、ちょうどその１２時頃、某運転手の先輩は飲

んでおられなかったので私がお願いして乗せてもらいました。私が前の席に乗りま

して、議長も含めて３人乗られたときには運転手、先輩の方は「よかよか」て言わ

したもんで、そのまま本当に先輩には某運転手の方には申し訳なかったなと、今、

反省しているところです。 

今回、議員辞職勧告を受けましたので、今後このようなことがないように精一杯

頑張って議員をやらせてもらいたいと思っております。 

以上です。よろしいですか。 

○副議長（上田健一君） はい、どうも。 

○９番（米村 洋君） 議長。 

○副議長（上田健一君） はい。 

○９番（米村 洋君） ちょっと、江嵜君、残っとって。 

○５番（江嵜 悟君） 私に質疑はないんでしょ。 

○９番（米村 洋君） ないけど。じゃ、いいよ、質疑するけん。 

○５番（江嵜 悟君） 質疑、議長、私に質疑はないんでしょ。 

○９番（米村 洋君） 今、質疑するでいいたい。おったい。 

○１番（河口涼一君） 今もう、討論まで終わったわけだけん。今度。 

○副議長（上田健一君） ちょっと休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時４４分 

再開 午前１１時４５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○副議長（上田健一君） 会議を行います。三浦議員。 

○６番（三浦賢治君） 今、江嵜議員のように、やっぱり男らしく弁明なりをすればい

いわけですよ。それを固辞してしないということは、私も氷川地区の交通安全協会

もやっております。その中の監査です。一番重要なところでございます。皆さんを
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指導する立場の人が軽乗用車に５人乗ってくるという自体が、もう間違うとっとじ

ゃなかですか。もう少し議長も危機管理を持って、議会のたんびでしょ。１回でも

スムーズにいったことなかでしょ、今まで。やっぱりそういう危機管理をもって、

やっぱり取り組んでもらわんと私はいかんと思いますよ。そして、副議長にも議長

にもやっぱり公正な裁きをお願いしたいと思います。 

○副議長（上田健一君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） 暫時、ちょっと休憩をお願いします。よかでしょうか。 

○副議長（上田健一君） はい、休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時４６分 

再開 午前１１時５３分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○副議長（上田健一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。米村議員。 

○９番（米村 洋君） ただいま、江嵜議員がああやって男らしく謝罪をされましたか

ら、江嵜議員に対しての辞職勧告決議の提案は取り下げたいと思います。諮ってく

ださい。 

○副議長（上田健一君） ただいま、提出者より江嵜議員を取り下げという申し出があ

りましたが、賛成の人は挙手をお願いします。 

○９番（米村 洋君） いや、私が取り下げと言うんだから賛成はいりませんよ。取り

下げますから。 

○副議長（上田健一君） ちょっと休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５４分 

再開 午前１１時５６分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○副議長（上田健一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

今、米村議員より取り下げが撤回されましたので、ご報告します。これでほかに

討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（上田健一君） これで討論を終わります。 

これから、発議第９号、永田義昭議員及び江嵜悟議員に対する辞職勧告決議案

を。 

［「議長すみませんが、１人１人やっていただきたいんですが、いいですか。採決

は。」という者あり］ 
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○副議長（上田健一君） 一緒にせんといかんそうですよ。 

［「それはないでしょ。」という者あり］ 

［「議長、さっきこれ一緒に提案できないんですかという話の時に、採決ば含めて

全部一緒でないとということだったですよね、県の回答は。それ説明してくださ

い、そこを。局長。どういうふうな。」という者あり］ 

○事務局長（草野信一君） この日程は議案が１つになっておりますので、１つの議案

として賛成か反対かの議決をしていただきたい。 

［「だからね、両方ということじゃなくて、永田議員に対してはどうなのかと、江

嵜議員に対してはどうなのかということで、別々にやるのが普通じゃないの。」と

いう者あり］ 

○事務局長（草野信一君） それでしたら、２つの発議という形。 

［「そうじゃないて。採決は別々にやらんとならんて。」という者あり］ 

［「それが県がそう回答したらしいです。」という者あり］ 

［「そうじゃないて。採決の時はなるだけ議長に対してはどうですかと、そして江

嵜議員に対してはどういうんですかということで、諮らなきゃならんと思います

よ。それが議員辞職の議員の身分をね思ったかということ・・・。」という者あ

り］ 

［「それをさっき、私の立場でお尋ねしたわけですね。したら、それはできないと

いうことの回答があったわけでしょ。できないという回答がありましたと。いや、

議案は最初から採決まで含めて１つの議案ですから。そういうことですね。もう、

はっきりお答えになったほうがいいですよ。」という者あり］ 

○副議長（上田健一君） 米村議員。１つの議案だけん、一緒に採決していいんじゃな

いですかね。 

○９番（米村 洋君） あのね、いいですか。例えばね今現在ですよ、例えば１人目は

可決する、１人は否決するかもしれないですよ。それはあるんですよ。だからね、

永田義昭議員に対してはどうしますかと賛否諮ってですよ、江嵜議員には、という

ような採決を諮っていくという順序でやらなきゃいかんと思いますよ。 

［「いやいや、それは非常に矛盾する理屈であってですね。だったら、これを２つ

出せという話ですよ。」という者あり］ 

○副議長（上田健一君） ちょっと休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５８分 

再開 午後 ０時０４分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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○副議長（上田健一君） 休憩前に会議を開きます。これから、もう討論はありません

ね。 

これから、発議第９号、永田義昭議員に対する不信任決議案を起立により採決し

ます。原案のとおり決定することに。 

［「議長、あの江嵜さんは帰ってきならんといかんとじゃなかですか。」という者

あり］ 

［「違う、違う。関係ないて。」という者あり］ 

［「別々にやるということなら。」という者あり］ 

［「関係ないて。採決は。」という者あり］ 

［「本人はこの採決に。」という者あり］ 

［「関係ないて。除斥は関係ないて。除斥させとかなならんて。」という者あり］ 

○副議長（上田健一君） どういう意味ですか、除斥はよかて。 

○事務局長（草野信一君） 別々にやって、入ってて。 

［「あのね、除斥は一緒にすれど採決は別々ですよということだよということ。」

という者あり］ 

○事務局長（草野信一君） じゃ議長のほうからするということで、江嵜議員は入席

を。 

○副議長（上田健一君） 入ってもらわんといかんわけ。じゃあ、江嵜議員の入席をお

願いします。 

［「いや、入廷はでけんて。できないて、それは。除斥しとるんだから。」という

者あり］ 

［「別々にされるなら、いいんじゃないですか。」という者あり］ 

［「あのね、除斥をね一緒にしても、採決は別々ですよということ。除斥は最後ま

で除斥しとかなだめですよということ。」という者あり］ 

○副議長（上田健一君） 難しいな。 

［「局長、言ってる意味がわかる。除斥は一緒にすれど、採決は別々にやらなきゃ

いかんですよ。その間は除斥は除斥てしとかないかんですよということ。」という

者あり］ 

［「事案と内容が一緒だけんですね。」という者あり］ 

［「それこそ、さっき言った議員の人権とか、そん話が全く矛盾する話で、それぞ

れについて採決するのか、それぞれに 1人ずつ交代で入廷せなんですよ、入室せな

んですよ。内容は同じ内容で審議したけれども、これ１件１件が。」という者あ

り］ 

［「採決やってください、除斥したままやってください。１人１人やってくださ
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い。」という者あり］ 

○副議長（上田健一君） 除斥の件で、県のほうに確認するてですよ。もう少し待って

ください。 

［「うちの議会はね、議長、県に聞いて確認しなければできない議会なの。」とい

う者あり］ 

○副議長（上田健一君） 例えばそん手続きが違うとれば、どうするですか。 

［「笑われるよ、しかし。」という者あり］ 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時０７分 

再開 午後０時１８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○副議長（上田健一君） 続きまして、会議を開きます。 

ただいま議会運営委員会が開かれまして、この発議第９号に対しましてどういう

採決の方法をとるかということでありましたが、議会運営委員会の中で１人１人の

採決を採っていくということで決定いたしました。 

また江嵜議員は入れるのかということは、それは何ですかね、除斥でありますの

で入って来られないということでありますので、報告します。 

ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（上田健一君） これで討論を終わります。 

これから、発議第９号、永田義昭議員に対する不信任決議案を起立により採決し

ます。すみません。間違えました。議員辞職。 

［「議長、１人１人、永田議員に対しての質疑ありませんか。例えば討論は討論と

いうふうにすればよかたい。それで採決と。」という者あり］ 

○副議長（上田健一君） 質疑、討論をまたやるんですか。 

［「採決ということであればね、採決ということで。」という者あり］ 

○副議長（上田健一君） 永田義昭議員に対しての討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（上田健一君） これで討論を終わります。 

これから、発議第９号、永田義昭議員に対する議員辞職勧告決議案を起立により

採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○副議長（上田健一君） 起立多数です。したがって、本案は可決されました。 

続きまして、これからまた発議第９号、江嵜悟議員。あ、ちょっと待って俺はこ
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こまでじゃなかっだろ。 

［「んねんね、あんたでよか。」という者あり］ 

○副議長（上田健一君） よかっですか。 

○９番（米村 洋君） いいですか、議長。 

○副議長（上田健一君） はい、米村議員。 

○９番（米村 洋君） 先ほど江嵜議員が弁明で謝罪をいたしましたから、私はこの辞

職勧告決議案の提案を取り下げたいと思います。 

○副議長（上田健一君） 今、提出者の米村議員より、江嵜議員に対しての辞職勧告決

議案の取り下げの申し出がありましたが、許可してよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（上田健一君） よろしいですね。 

江嵜議員に対しての辞職勧告決議案は取り下げということで報告します。 

以上をもちまして、私、議長の職務を降ります。 

［「２人を入廷させてください。入場させてください。」という者あり］ 

○副議長（上田健一君） 永田議員と江嵜議員の入場を求めます。 

［永田義昭議員、江嵜悟議員 入場］ 

○副議長（上田健一君） 会議を開きます。 

ただいま発議第９号、永田義昭議員に対する辞職勧告決議案は起立多数で可決し

ました。また、江嵜悟議員に対する辞職勧告決議案は提案の取り下げということで

承認されましたことを報告します。 

以上、これで私の職務を解かせていただきます。 

○９番（米村 洋君） 局長、あとで取り下げ書が必要だったら取り下げ書は提出しま

すよ。 

局長、昼食をして何時からということをね。 

○議長（永田義昭君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

発議第９号の審議のため退席しておりましたが、再び議長の職務に復帰いたしま

す。 

それではここで休憩いたします。時間は１時半にお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時２４分 

再開 午後１時３０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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日程第４ 行政報告 

○議長（永田義昭君） 日程第４、行政報告を行います。町長から行政報告の申し出が

ありました。これを許します。 

報告第３号、宮原まちづくり株式会社の経営報告について報告を願います。総務

振興課長。 

○総務振興課長（木本栄一君） 報告第３号、宮原まちづくり株式会社の経営報告につ

いて、地方自治法第２４３条の３第２項の規定によりご報告いたします。 

   報告にあたりまして、４ページ目までは平成２７年度の事業計画書です。報告の

規定では地方自治法施行令第１７３条に毎事業年度の事業計画及び決算に関する書

類という規定になっております。そういうことから、当初の計画と見比べいただき

ながら口頭での事業実績の報告という形になりますので、あらかじめご了承くださ

い。 

資料を２枚めくっていただきまして、２ページ目をご覧ください。活動事業の①

イベント事業等ですが、ＴＭＯ主催のイベントや中心市街地で行われる既存のイベ

ントであります初市などは、観光物産協会、商工会との連携を密にしてお互いの相

乗効果が得られるような取り組みをいたしました。また、表の間を利用した作品展

を１２回及びものづくりの体験講座を４回実施し、来客及び喫茶などの売上増にな

っております。今年は町内の保育園や施設等を招いての絵本の読み聞かせを４回行

いました。また、７月に行われた香りをきくイベントではい草製品をはじめ、手づ

くり石鹸やお茶など７店舗の出店があり、１２０名程度のお客様でにぎわいまし

た。ひなまつり展においては、町内外からの保育園や福祉施設からのリピーターを

含め、毎年たくさんの方にご来場いただいております。今年は１４回目を迎えまし

たが、干支の飾り物をはじめとした作品の展示や創作手毬づくりの体験講座を５回

行いました。昨年までは、期間中休館日なしで営業しておりましたが、今年は平常

の営業スケジュールどおり、月曜日は休館日といたしました。それでも昨年より６

００名ほど多い６,８２２名の来場者でにぎわいました。このことは氷川町のＰＲ

に大いに貢献できたとともに、売上増にもつながりました。なお、恒例となりまし

たわらしべ市を１２月に開催し、全国各地のご当地品をはじめ商工会会員の販売可

能な株主に声を掛け、物産販売を通じ中心市街地の活性化を図りました。 

②エコショップの運営事業ですが、エコショップ清流の事業としてはＥＭ発酵液

のこれまでの普及活動を踏まえて、新規の利用者拡大を目指して固定化しつつある

ＥＭ発酵液の利用促進を図ることにより、環境学習の一環として町内全小中学校の

ほか、八代市、芦北町、水俣市など町外の小学校においても少しずつ普及してきて

います。また町内の老人会や子ども会を含む地域団体で活用され、農家での使用も
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見受けられるなど利用が定着していますが、今年は熊本地震による影響が多少感じ

られているところでございます。 

３ページの③中心市街地まちづくり応援団助成事業につきましては、今期におい

て恒例となった氷川公園のイルミネーション事業では、氷川町１０周年を記念し町

のＰＲキャラクターである「ひかりん」と人気キャラクターのクレヨンしんちゃん

をデザインされました。公園内の樹木に美しいイルミネーションが飾られ、話題性

があり、中心市街地のにぎわいに貢献できたと思います。 

④の請負事業は、平成２２年４月より八代生活環境事務組合クリーンセンター内

の不燃物処理業務を請負として契約を行っており、７名の従業員で行っておりま

す。また、当初事業計画ではありませんでしたが、平成２７年１０月１日にプロ野

球で活躍された秋山幸二氏のギャラリーがオープンし、その管理業務も受託を始め

ております。オープン記念式典には、秋山幸二氏本人と蒲島県知事も出席され盛大

に行われ、半年間で約８,０００人の来客者がありました。しかしながら熊本地震

の発生後、来館者が落ち込んでいる状況となっております。 

次に、当期の収支についてご報告いたします。７ページの損益計算書でご説明し

たいと思います。右上の数字をご覧ください。営業収益は２,９８３万３,１５６円

で前期に比べ約１６０万円の増額となりました。一方、営業費用は売上原価が３０

０万７,０３６円、販売費及び一般管理費が２,６７３万９２０円となり、これを合

わせ２,９７３万７,９５６円、これは前期に比べると１７３万円の増額になりま

す。一番上の営業収益から営業費用を引きました９万５,２００円、これは前期と

比較すると１２万円の減となっております。この営業利益９万５,２００円に営業

外収益を加えた税引前の当期純利益は、下から３行目９万７,３８２円となりま

す。これに対します法人税等はその下の９万７００円で、当期純利益は一番下の

６,６８２円となっております。 

収入の主なものとしましては、これは次の１０ページをご覧いただきたいのです

が、第１４期まち㈱収支決算書を付けております。上から喫茶や物産販売等の売上

で約４３０万円、まちづくり酒屋管理委託料で３６９万円、クリーンセンター請負

業務委託料の２,０８８万円となっております。支出の主なものは社員の人件費

で、福利厚生費も含めると２,２８６万３,１８３円、物産の仕入れで３００万７,

０３６円となっております。 

前の８ページをご覧ください。株主資本等変動計算書です。この右から４列目、

利益余剰金の合計欄ですが、１段目の当期首残高で４５８万９,１９８円、その２

つ下当期純利益が６,６８２円、これを加えまして一番下ですが、４５９万５,８８

０円となっています。 
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以上、宮原まちづくり株式会社の経営報告に代えさせていただきます。 

○議長（永田義昭君） 報告第４号、平成２７年度氷川町財政健全化判断比率等の報告

について報告願います。企画財政課長。 

○企画財政課長（森田寿也君） それでは、報告第４号、平成２７年度氷川町財政健全

化判断比率等の報告についてご説明いたします。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規

定により、平成２７年度氷川町財政健全化判断比率等について、別紙のとおり報告

いたします。 

次のページをお開けください。平成２７年度氷川町財政健全化判断比率等の数値

を記載しております。この報告は、町の財政状況を国が示す統一的な指標で明らか

にし、財政の健全化や再生が必要な場合に迅速な対応が取られるようにと、関係書

類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告するものでございます。 

早期健全化基準とは、市町村の財政規模に応じて政令で定めた基準でございま

す。基準を超えた場合は財政健全化計画の策定が義務付けられ、外部監査の導入や

起債の借入等に様々な制約が付くこととなります。氷川町の比率でありますが、実

質赤字、それから連結実質赤字がなかったことから、ハイフンで表示をいたしてお

ります。 

次に、実質公債費比率については８.３％でありまして、早期健全化基準の範囲

内にあります。前年が９.７％でありましたので、１.４ポイント減少しておりま

す。要因は一部事務組合八代生活環境事務組合、氷川町及び八代市中学校組合の地

方債充当負担額の減少、公営企業に要する経費の財源とする地方債償還に充てた繰

入金の減少によるものでございます。将来負担比率については２０.１％です。こ

れは家計に例えますと、負債の残高が年収の何年分に相当するかを示した割合でご

ざいますが、前年より１０.８ポイント減少しています。要因といたしましては、

標準税収入額と普通交付税交付決定額の増、下水道事業会計に対する繰入見込額、

八代生活環境事務組合負担等見込額の減による将来負担額の減、及び剰余金を財源

とした財政調整基金積立額の増による充当可能な財源の増によるものでございま

す。 

次に平成２７年度氷川町資金不足比率でありますが、下水道事業会計、宅地開発

事業会計とも資金不足がなかったため、ハイフンで表示をいたしております。 

以上で、報告を終わらせていただきます。 

○議長（永田義昭君） これで行政報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 ５ 承認第 ７号 専決処分の報告及び承認について 
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日程第 ６ 承認第 ８号 専決処分の報告及び承認について 

日程第 ７ 承認第３０号 氷川町職員の降給に関する条例の制定について 

日程第 ８ 議案第３１号 氷川町職員の退職管理に関する条例の制定について 

日程第 ９ 議案第３２号 氷川町税条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第３８号 氷川町災害による被害者に対する国民健康保険税の減免

の特例に関する条例の制定について 

日程第１１ 議案第３３号 平成２８年度氷川町一般会計補正予算（第５号）につい

て 

日程第１２ 議案第３４号 平成２８年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第１３ 議案第３５号 平成２８年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第１４ 議案第３６号 平成２８年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第１５ 議案第３７号 氷川町路線廃止について 

日程第１６ 認定第 １号 平成２７年度氷川町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第１７ 認定第 ２号 平成２７年度氷川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第１８ 認定第 ３号 平成２７年度氷川介護保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第１９ 認定第 ４号 平成２７年度氷川町下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第２０ 認定第 ５号 平成２７年度氷川町宅地開発事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第２１ 認定第 ６号 平成２７年度氷川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第２２ 同意第 １号 氷川町教育委員会委員の任命について 

○議長（永田義昭君） 日程第５、承認第７号、専決処分の報告及び承認についてから

日程第２２、同意第１号、氷川町教育委員会委員の任命についてまでを一括議題と

します。 

町長の提案理由の説明を求めます。町長、藤本一臣君。 

○町長（藤本一臣君） 皆様、こんにちは。 

台風１２号につきましては、最悪のコースを辿りました。熊本地震におきまして
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被災されておりますそれぞれの家屋あるいは農作物等へ、大変その被害を心配した

ところでありますけれども、大きな被害もなく通過をいたしました。安堵をしてい

るところであります。 

本日は平成２８年第４回氷川町議会定例会を招集をいたしましたところ、皆様方

には大変お忙しい中にお繰り合わせご出席をいただきまして誠にありがとうござい

ます。また、日頃より町政の運営にあたりまして格段のご理解とご協力をいただい

ております。お蔭をもちまして、町政の運営も今順調に進んでおるところでありま

して、心より感謝とお礼を申し上げる次第であります。 

なお、本定例会につきましても６月定例会同様に、熊本地震における被災者の皆

様方への支援・復旧作業を加速化させるとともに、課長並びに職員の負担軽減をか

んがみ、議長及び議会運営委員会の皆様方をはじめ、議員各位のご配慮によりまし

て会期を２日間と定めていただきました。そのご高配に対しまして改めて御礼を申

し上げたいと思います。 

さて、熊本地震の発生から５カ月を迎えようとしております。先月３１日の夜に

は震度４の地震が発生をいたしておりまして、まだまだ余震が続いております。予

断を許さない状況にあるということを、認識をしているところであります。そのよ

うな中、被災者の皆様方への支援活動並びに復旧復興事業を推進しているところで

あります。 

まず、家屋の半壊以上の世帯を対象とした義援金につきましては、県からの配分

を受け全壊世帯へ８０万、大規模半壊及び半壊世帯へ４０万円を９月２日にそれぞ

れの世帯に口座振込によりまして支給をしたところであります。 

島地仮設住宅につきましては、８月２９日に入居をいただいたところでありまし

て、予定をいたしておりました３９戸への入居がすべて完了したというところでご

ざいます。 

家屋並びに納屋等の解体につきまして、現在までに２１５件の申請を受け付けて

おります。暫時発注を行っておりますが、解体後の廃棄物の処理作業の能力不足に

よりまして解体作業が滞っている状況でございます。仮置き場の設置が必要となっ

てまいりましたので、宇城氷川スマートインターチェンジ横にあります元旦ビュー

ティ工業の企業用地の一部を借用し、仮置き場として利用することといたしまし

た。仮置き場が設置をされますと解体作業が進むものと考えております。 

なお、半壊以上の被災者世帯には、災害救助法に基づく様々な支援がなされる一

方、一部損壊世帯への支援策は皆無であります。そこで一部損壊世帯の家屋の修理

に対しまして、町単独の補助であります住宅リフォーム等促進事業の対象範囲を拡

大して適用することといたしました。このことによりまして、一部損壊世帯の修理
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に対します支援を行っていきたいと思っておりますので、どうぞご理解をいただき

たいと思います。 

また、農業用施設並びに機械補助等の復旧につきましては、被災農業者向け経営

体育成支援事業並びに強い農業づくり事業を活用することとし、県と連携をいたし

ましてそれぞれ上乗せ補助を行い、被災農家の負担軽減を図りたいと考えておりま

すので、このことにつきましてもぜひご理解をいただきたいと思います。 

不知火干拓の和鹿島海岸堤防につきましても、相当の被害を受けました。その復

旧につきましては、熊本県からの要請によりまして国が事業主体となって行われま

す。いわゆる、直轄代行で復旧に取り組まれるということが決まっております。 

進捗状況といたしましては、査定設計書の作成を終え、財務省と復旧方法や復旧

箇所の協議がなされていると聞いております。その後詳細設計を行い、平成２９年

４月の着工予定と聞いております。 

いずれにいたしましても、被災者の皆様方の支援並びに復旧復興事業がこれから

本格化するわけでございます。職員と一丸となりまして全身全霊を傾注して推進し

てまいりますとともに、常に緊張感とそれから被災者の皆様方へ寄り添う姿勢を持

って対応してまいりたいと思っております。 

さて平成２８年度も５カ月を経過をいたしましたが、主な事業につきましての進

捗状況を報告をいたします。 

当初予算で計上いたしました道路改修事業及び下水道整備事業につきましては、

既に着工をしております。桜ヶ丘町営住宅改修につきましては、ただいま業者選定

という段階でございまして、これもなるべく早く進めていきたいと思います。 

プレミアム付き商品券の販売事業につきましては、今年は事業費を増額をいたし

まして氷川町商工会が実施主体となり進められております。７月１日から販売を始

められまして、８月末日ですべて売り切れてしまったと報告をいただいておりま

す。今後、町内での買い物に利用されるものと思っております。町内の商工業者並

びに経済の活性化に大いに役立つものと期待を寄せているところであります。 

住宅リフォーム事業につきましては、本年度も利用が多ございます。８月末現在

で申請件数３６件、補助決定金額６１６万円、実工事費にいたしますと４,７７０

万円という金額でありまして、もう４年目を迎えますけれどもこのことにつきまし

ても、それぞれ利用者の皆様方あるいは施工されます建設業の皆様方にも大いに役

立っているものと感じております。 

い業機械再生支援事業につきましては、８月末現在で申請件数２１件、補助金額

３２２万２,０００円、予算の執行率にいたしまして３６％の状況でございます。

このことによりまして、機械の延命化とともに生産性の向上に大いに役立っている
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と感じております。なお、懸案でありましたい草収穫機でありますハーベスタの再

生産につきましては試作機械が既に完成をいたしまして、今年の夏に実証実験も実

施をされたと聞いております。今年の１１月から量産体制に入るということでござ

いまして、順調にいきますと来年の５月には納品ができるという運びでありまし

て、来年度の収穫から活用できるのかなと考えております。 

先日は、吉野梨の台湾への輸出出発式に議員の皆様方もご参加をいただきまし

た。冒頭申し上げましたとおり、今回の台風１２号で吉野梨に大きな被害が出るの

ではないかと心配をいたしておりましたが、申し上げましたとおり大きな被害もな

く過ぎたところでありまして、本当によかったなと。昨年が吉野梨のほうは大変な

被害を受けておりまして、今年こそはという意気込みで生産者の皆様方も生産をさ

れております。より良い収穫ができればなと願っているところであります。 

農業基盤整備事業につきましては、客土暗渠排水及び排水路改修事業につきまし

ては、農地集積加速化のモデル事業を実施しております野津地区・吉野地区及び鹿

島地区の要望分につきまして、農地耕作条件改善型によりまして事業を進めている

ところであります。 

また、竜北地区排水対策事業につきましては、県営湛水防除事業で実施をされて

おります。本年度は下流側の一部の用地買収と工事が予定をされていると聞いてお

ります。 

いずれにいたしましても、国の農業関係予算が厳しい状況にあります。予算確保

に向けまして積極的に政府要望等の活動を行う必要があると感じておりまして、議

会におかれましても執行部と歩調を合わせていただきまして、要望活動をぜひ展開

していただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

空き家バンク事業につきましては、今回の震災に関連をいたしまして、その推進

を図ったところであります。ただ、なかなかご理解が得られず、登録件数につきま

しては伸び悩んでいる状況にありまして、このことにつきましてもこれからもしっ

かりと力を入れてまいりたいと思っております。どうぞ、議員各位におかれまして

も、まず空き家バンクへの登録をぜひお勧めをいただければなと思います。 

大空町との交流事業におきましては、８月４日から８月８日までの５日間、本町

の中学２年生１６名を大空町へ研修派遣を行いました。様々な体験とともに、大空

町の子どもたちとの交流を通して友好の絆を深めてくれたところであります。 

また９月２０日から２３日までの４日間、大空町より７名の皆様方が来町されま

す。梨マラソン大会への参加あるいは梨狩り、みかん狩り等の体験を通して、相互

の友好の絆を深めてまいりたいと考えております。 

なお、９月１９日には敬老会、９月２２日には梨マラソン大会、９月２５日婚活
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パーティー、１０月２日町民体育祭陸上競技大会、１０月３０日道の駅ウォーキン

グ大会等々、イベントがこれから続々開催をされます。どうぞ、皆様方にもご支援

をいただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

さて、本定例会に提案をいたしておりますのは、報告２件、承認２件、条例の制

定及び一部改正その他５件、平成２８年度一般会計及び特別会計補正予算４件、平

成２７年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定６件、人事案件の同意１件で

ございます。 

まず報告第３号、第４号につきましては、ただいま担当課長からご報告をさせま

したとおりでございます。 

承認第７号は、平成２８年度氷川町一般会計補正予算（第４号）につきまして、

地方自治法第１７９条第１項の規定によりまして専決処分をいたしましたので、報

告をし、承認を求めるものでございます。 

承認第８号は、氷川町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例につ

いて、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、報

告をし、承認を求めるものでございます。 

議案第３０号は、地方公務員法において降任等の定義が明確化され、降給の基準

を定める必要がありますので、氷川町職員の降給に関する条例を制定するものであ

ります。 

議案第３１号は、地方公務員法において再就職者による依頼等の規制が規定さ

れ、退職管理に関する基準を定める必要がありますので、氷川町職員の退職管理に

関する条例を制定するものであります。 

議案第３２号は、所得税法等の改正に伴い、氷川町税条例の一部を改正するもの

であります。 

議案第３３号は、平成２８年度氷川町一般会計補正予算（第５号）でありまし

て、歳入歳出それぞれ１４億７,１１９万９,０００円を追加し、歳入歳出総額をそ

れぞれ８８億１,６９８万３,０００円とするものであります。 

歳入の主な予算といたしまして、国庫支出金１億２,８８９万６,０００円、県支

出金４億６,９３４万円、繰入金１,４６９万５,０００円、繰越金３億５２万３,０

００円、町債５億４,８２０万円でございます。 

歳出の主な予算は、総務費２億６,６０７万９,０００円で、震災関係及び人事異

動に伴います職員の人件費、合わせまして新村中塘公園整備事業の土地購入費及び

財政調整基金の積立金であります。衛生費８億３,６３４万８,０００円、これは熊

本地震関連の塵芥処理費でございます。農林水産業費２億３,０００万６,０００

円、これは先ほど申し上げました被災農業者向け経営体育成支援事業及び強い農業
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づくり補助金であります。商工費５,３２９万８,０００円、これは熊本地震での一

部損壊家屋への住宅リフォーム等促進事業補助金でございます。 

議案第３４号は、平成２８年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

でありまして、それぞれ歳入歳出に６万３,０００円を追加し、総額を２４億３,９

５９万１,０００円とするものでございます。歳入の主な予算といたしましては繰

越金６万３,０００円で、歳出の主な予算は一般管理費でございます。 

議案第３５号は、平成２８年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第１号）であ

りまして、歳入歳出それぞれ３,９１３万９,０００円を追加し、歳入歳出総額それ

ぞれ１５億３,４２６万９,０００円とするものであります。歳入の主な予算は、繰

越金３,９１３万９,０００円で、歳出の主な予算は平成２７年度分の国・県への返

還金でございます。 

議案第３６号は、平成２８年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）で

ありまして、歳入歳出それぞれ５８４万４,０００円を追加し、歳入歳出総額それ

ぞれ７億９,２６６万８,０００円とするものでございます。歳入の主な予算といた

しまして町債の７００万円、歳出の主な予算は人事異動に伴う人件費等及び工事請

負費でございます。 

議案第３７号は、氷川町道路線の廃止について議会の議決を求めるものでござい

ます。 

議案第３８号は、熊本地震により被災をされた国民健康保険税の納税義務者への

減免措置につきまして、国が示した特例基準を適応するため、条例を制定するもの

であります。このことにつきましては先に開かれました国保運営委員会におきます

ご意見をいただきまして、それをもとに再度県内の状況を調査をし、今回の条例制

定に至ったところであります。 

認定第１号から認定第６号まで、平成２７年度一般会計並びに特別会計の歳入歳

出決算の認定につきまして、監査委員の意見書及び主要施策の成果に関する調書を

添付をし、認定に付すものでございます。 

同意第１号は、教育委員会の委員の任期満了に伴い、再任の同意を求めるもので

ございます。 

以上、簡単にご説明申し上げましたが、具体的な内容につきましては担当課長よ

りご説明をさせます。慎重にご審議をいただきまして、円満なるご決定をいただき

ますようお願い申し上げまして、ごあいさつ並びに提案理由の説明とさせていただ

きます。よろしくお願いをいたします。 

○議長（永田義昭君） これから承認第７号から同意第１号まで、順次詳細説明を求め

ます。企画財政課長。 



 

 － 34 －

○企画財政課長（森田寿也君） それでは承認第７号、専決処分の報告及び承認につい

て説明いたします。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分した事件について、同条第３

項の規定により別紙のとおり報告し、承認を求めるものでございます。 

１枚開けていただきまして、１ページをご覧ください。専決第７号、平成２８年

度氷川町一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによるものでございま

す。第１条、歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ７６万６,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７３億４,５７８万４,０００円とするもの

でございます。 

まず、歳入のほうより説明いたします。６ページを開けてください。６５款、国

庫支出金、１０項、国庫補助金、１５目、衛生費国庫補助金、５節の保健衛生費補

助金の３８万３,０００円につきましては、災害等廃棄物仮置き場の土地借地料で

２分の１の補助でございます。 

９０款、５項、５目の繰越金、５節の前年度繰越金の３８万３,０００円につき

ましては、補助残の歳出費用に充てるものでございます。 

続きまして歳出の部、７ページをご覧ください。２０款、衛生費、１０項、清掃

費、５目、塵芥処理費、１４節の使用料及び賃借料の７６万６,０００円につきま

しては、歳入で申し上げましたが家屋を解体した残材等廃棄物を、現在直接指定さ

れる廃棄場所へ持ち込めない状況にあるため、一旦仮置きをし、処理することとい

たしましたので、仮置き場をスマートインターチェンジ近くの元旦ビューティ工業

株式会社さんの所有の土地１万平米をお借りし、処理がスムーズに行われるように

するものでございます。スマートインターチェンジの建設工事の際、ＮＥＸＣＯが

借地料とした額より町よりご相談申し上げましたところ、今回の熊本地震のことを

お汲み取りいただき、安価な額で了解していただいたところでございます。今回計

上した額は、９月から３月までの７カ月分でございます。 

以上で、承認第７号、専決処分の報告及び承認について説明を終わります。 

○議長（永田義昭君） 税務課長。 

○税務課長（岩本博美君） 承認第８号、専決処分の報告及び承認についてご説明いた

します。 

地方自治法１７９条第１項の規定により専決処分した事件について、同条第３項

の規定により別紙のとおり報告し、承認を求めるものでございます。 

改正内容といたしましては、平成２８年４月７日に専決し、平成２８年５月臨時

議会において承認済みの氷川町税条例等の一部の誤りを修正するための改正となり

ます。なお、税条例の改正は平成２８年４月１日から適用する必要があり、町議会
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を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により

専決処分をしたものであります。 

以上で、承認第８号の説明を終わります。 

○議長（永田義昭君） 総務課長。 

○総務課長（陳野信次君） それでは議案第３０号、氷川町職員の降給に関する条例の

制定についてをご説明いたします。 

氷川町職員の降給に関する条例を別紙のとおり制定するため、地方自治法第９６

条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

提案理由は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行

に伴い、地方公務員法において降任が定義されたことに伴い、これまで降任と解釈

されてきた降格が降給に該当することとなり、降給の基準を定める必要が生じたた

めでございます。 

条例の内容は、第１条で本条例の趣旨、第２条で当該職員の職務の級を同一給料

表の下位の職務の級に変更する降格及び号給を下位の号給に変更する降号の定義で

ございます。第３条及び第４条で降格及び降号する場合の事由、第５条で降給させ

る場合の通知書の交付、第６条で心身の故障の場合の受診命令に従う義務を規定す

るものでございます。なお、本条例の施行は公布の日からとするものでございま

す。 

続きまして、議案第３１号、氷川町職員の退職管理に関する条例の制定について

をご説明いたします。 

氷川町職員の退職管理に関する条例を別紙のとおり制定するため、地方自治法第

９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

提案理由は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行

に伴い、地方公務員法において元職員の再就職による現職員への働きかけを禁止す

るもので、条例の内容といたしまして、第１条で本条例の趣旨、第２条で元職員の

離職前５年間の職務に関して、離職後２年間現職員への職務上の行為を働きかける

ことの規制、第３条で再就職した元職員への再就職情報の届け出を規定するもので

ございます。なお、本条例の施行は公布の日からとするものでございます。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 税務課長。 

○税務課長（岩本博美君） 議案第３２号、氷川町税条例の一部を改正する条例につい

て説明いたします。 

氷川町税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するため、地方自治法第

９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 
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提案理由といたしましては、所得税法の一部を改正する法律の一部の施行期日を

定める政令が平成２８年７月１日に公布されたことに伴い、条例の一部を改正する

必要があるためでございます。 

改正内容といたしましては、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税

等の非課税等に関する法律の一部改正により、海外金融機関等に係る利子所得、海

外株式等に係る配当所得を分離課税するものであります。 

以上で、議案第３２号の説明を終わります。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（増永光幸君） 議案第３８号、氷川町災害による被災者に対する国民

健康保険税の減免の特例に関する条例についてご説明いたします。 

氷川町災害による被害者に対する国民健康保険税の減免の特例に関する条例を別

紙のとおり制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を

求めるものでございます。 

提案理由といたしましては、平成２８年熊本地震により被災した国民健康保険の

納税義務者に対して、国が示した国民健康保険税の軽減及び免除の特例を適用する

ため、条例を制定する必要がありご提案するものでございます。 

次のページをご覧ください。第１条で趣旨を記載しております。既に制定されて

います氷川町災害における被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例、以

下減免条例と表現させていただきます。この減免条例により減免する国民健康保険

税の税額についての特例を設ける旨の条項でございます。第２条では、特例の適用

対象となる全壊、大規模半壊を平成２８年熊本地震におけるり災証明で証明を受け

た損害の程度と定義いたしております。第３条は、特例の対象となる税額・減免の

割合を規定しており、住宅が全壊と判定された場合は１０割、住宅が大規模半壊ま

たは半壊と判定された場合は５割を税額から減免するものです。現在、減免条例第

２条の規定を一部読み替えて運用しております。減免割合が全壊が７割、大規模半

壊が４割、半壊が２割の適用となっていますので、本条例の制定により被災者の方

々の負担の軽減を図るものでございます。 

以上で、議案第３８号、氷川町災害による被害者に対する国民健康保険税の減免

の特例に関する条例についての説明を終わります。 

○議長（永田義昭君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（森田寿也君） それでは続きまして、議案第３３号、平成２８年度氷

川町一般会計補正予算（第５号）についてご説明申し上げます。 

まず、予算書を開けていただきまして１ページをご覧ください。第１条、歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４億７,１１９万９,０００円を追加し、歳入歳
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出予算の総額を歳入歳出それぞれ８８億１,６９８万３,０００円とするものでござ

います。 

補正予算の歳入の主なものより説明させていただきます。 

９ページをご覧ください。５５款、分担金及び負担金、１０項、負担金、１５

目、農林水産業費負担金、５節、農業費負担金、強い農業づくり交付金事業負担金

で吉野選果場の再整備事業へ八代市分の負担金３００万円でございます。 

１０ページをご覧ください。６５款、国庫支出金、１０項、国庫補助金、１５

目、衛生費国庫補助金、５節、保健衛生費補助金の４億１,７８１万６,０００円に

つきましては、災害等廃棄物処理事業費補助金、家屋解体に伴う事務費及び処理費

等６月補正以降の住家等の解体申請に伴う追加補正でございます。 

２０目、農林水産業費国庫補助金、５節、農業費補助金の２億８,９５０万円の

減額については、国が県へ補助し県より国の分まで含めて、県費補助金とするもの

でございます。 

７０款、県支出金、５項、県負担金、５目、民生費県負担金、５０節、災害救助

費負担金の１８０万円につきましては、ユニットハウス等借上料分でございます。

これにつきましては１００％の補助率でございます。 

１１ページをご覧ください。１０項、県補助金、１０目、民生費県補助金、５

節、社会福祉費補助金の９４２万３,０００円につきましては、地域支え合いセン

ター設置運営補助金、被災地の仮設住宅等に住まいの高齢者等の安心した日常生活

を支えるため、見守りや生活支援、地域交流等の総合的な支援体制をつくるための

補助金でござます。 

２０目、農林水産業費県補助金、５節、農業費補助金４億５,８１１万７,０００

円の主なものといたしましては、被災農業者向け経営体育成支援事業補助金３億

６,６６９万１,０００円。環境保全型農業総合支援事業費補助金、畜産農家を含む

３戸以上の営農集団が事業主体となり、環境問題等に対応するための施設整備に対

し補助されます４０５万８,０００円。攻めの園芸生産対策事業費補助金、人的負

担の軽減を行い、品質向上・農業所得の向上を図るため施設等の導入とイチゴの包

装機、出し棚、イチゴ自動換気施設５３４万２,０００円。強い農業づくり交付金

（平成２８年度熊本地震被災施設整備等の対策）、吉野選果場復旧、選果機のライ

ンの修繕・再取得、予冷庫の再取得、建屋資材倉庫等修繕、壁改修、舗装復旧等

７,２９０万円及び西部カントリー復旧、建屋修繕、キュービクルの再取得７８７

万６,０００円の計８,０７７万６,０００円。土地利用型構造改革推進事業補助

金、農用地の利用集積を図り農業生産法人化計画の実施により、地域の農業への担

い手として発展を目指す。今回は、農事組合法人アグリ吉野が対象となりまして、
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農機の購入１２９万６,０００円。これは２分の１の補助でございます。 

８０款、５項、寄附金、２０目、５節の災害復旧費寄附金５６１万５,０００円

につきましては、８月まで取りまとめた額で６月補正以降の分で、長野県小谷村、

公益財団法人熊本市町村振興協会、九州テクニカルメンテナンス株式会社、株式会

社イゾイ代表取締役会長ほか１１団体等よりいただいております。今回、熊本地震

に伴う住宅リフォーム等促進事業費に充てさせていただきます。 

１２ページをご覧ください。８５款、繰入金、５項、特別会計繰入金、２０目、

５節の介護保険特別会計繰入金１,３２９万５,０００円につきましては、平成２７

年度介護給付費負担金返還金及び地域支援事業交付金返還金の町費分でございま

す。 

１０項、基金繰入金、１５目、竜北物産館運営基金繰入金、５節、竜北物産館運

営基金繰入金の１４０万円につきましては、物産館の厨房用食器洗浄機が故障し修

理できないため買い替えるもので、基金を取り崩し繰入れするものでございます。 

９０款、５項、５目の繰越金の３,７１６万３,０００円につきましては、前年度

繰越金で歳入の不足分を調整するものでございます。 

１３ページをご覧ください。８５款、繰入金、５項、特別会計繰入金、２０目、

５節の介護保険特別会計繰入金１,３２９万５,０００円につきましては、平成２７

年度介護給付費負担金、これは先ほど申しましたね、申し訳ありません。１３ペー

ジのところでございますが、９９款、５項の町債の１０目、衛生費、２０節、災害

対策債の５億１,５９０万円につきましては、災害廃棄物処理費の国・県費の補助

残に対し、災害対策債を充てるものです。充当率が１００％で、交付税が９７.５

％が対象となります。 

２０目、土木債、１５節、合併特例債の１,７４０万円につきましては、道路改

良事業１,７１０万円、単県事業負担金３０万円を追加補正するものでございま

す。 

２５目、消防債、１０節、合併特例債の４５０万円につきましては、氷川町役場

庁舎危機管理室増築事業基本実施設計業務委託、防災機能を高めるため防災無線室

や災害対策本部室等防災拠点とした庁舎の増築を図るためのものでございます。補

助はございません。 

３０目、教育債、１０節、合併特例債の５５０万円につきましては、竜北西部小

学校プールが昭和４８年３月建築され老朽化しているため、改修・付属棟改築事業

４２０万円。竜北東小学校のプール、これも昭和４８年３月に建築され老朽化し、

また体育倉庫を利用した観覧席が設置されておりますが、経年劣化等で危険な状態

ですので、プールの改修及び観覧席の撤去費用１４３万円で、いずれも改修工事に
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伴う実施設計業務委託費でございます。これも補助はございません。 

３５目、災害復旧費、１０節、単独災害復旧事業債の４５０万円につきまして

は、公共・公用施設災害復旧事業債、庁舎の渡り廊下復旧工事費２００万円、それ

から社会教育施設災害復旧事業債、宮原体育館災害復旧工事費の２５０万円でござ

います。これにつきましては充当率１００％で、交付税が９７.５％が対象となり

ます。 

続きまして歳出の主なものといたしましては、１４ページをご覧ください。１０

款、総務費、５項、総務管理費の５目、一般管理費、２節の給料の２４０万円の減

額補正につきましては、４月の人事異動一般会計から下水道事業特別会計へ１名異

動があったもので、これによるものでございます。 

３節の職員手当等の１,６６７万円につきましては、熊本地震に伴う時間外勤務

手当、６月に補正予算をいたしましたが不足いたしますので、増額補正するもので

ございます。 

１５ページをご覧ください。１５目、企画費、１７節、公有財産購入費の４４６

万２,０００円につきましては、新村中塘公園整備事業に係る用地購入費で、不動

産鑑定委託をいたしまして、価格の決定をいたしましたので畑３筆、田１筆、雑種

地１筆、計の５筆、合計面積が３,３４１平米で地権者５名の方への用地買収費用

でございます。 

３０目、電子計算費、１３節の委託料、基幹系ネットワーク改修業務委託料の３

０２万４,０００円につきましては、基幹系ネットワークのセキュリティ更新に伴

うものでございます。 

３５目、交通安全対策費、１５節の工事請負費の２８５万４,０００円につきま

しては、１３地区からの地区要望による交通安全施設修繕及びカーブミラー７基、

補修８基、セーフティパイプ６基、道路鋲が６カ所、道路標示が８カ所の設置工事

でございます。 

１６ページをご覧ください。５０目、財政調整基金費、２５節、積立金の２億

４,０００万円につきましては、地方財政法第７条、歳計剰余金の２分の１を下ら

ない額を翌々年度までに積み立てすることと規定されておりますので、今回、予算

計上するものでございます。 

１０項、徴税費、１０目、賦課徴収費、１３節、委託料の１５９万円につきまし

ては、固定資産家屋調査（非木造）業務委託料６１万６,０００円、固定資産税シ

ステム改修業務委託料９７万９,０００円でございます。 

１５款、民生費、５項、社会福祉費、５目、社会福祉総務費、１３節、委託料の

９４２万４,０００円につきましては、地域支え合いセンター設置運営委託料、被
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災地の仮設住宅等における高齢者等の安心した日常生活を支えるための見守り、生

活支援、地域交流等総合的な支援体制を整備し、生活支援員への報酬や旅費、補助

員、事務員の賃金及び活動費、この活動費といいますといきいきサロン、子育てサ

ロン、健康支援などでございます。それと共通経費含む期間を半年間とするもので

ございます。 

１７ページをご覧ください。２０項、５目の災害救助費１８０万円につきまして

は、災害救助法に伴う住家の修繕等の取扱いで住家の敷地内で住家からどうしても

離れないことを条件に設置したユニットハウスのリース料を町が支払い、対象被災

者へユニットハウスを貸付けするものでございます。 

２０款、衛生費、５項、保健衛生費、１０目、予防費、１２節、役務費の１１１

万９,０００円につきましては予防接種料で、平成２８年６月の法改正によりまし

て、Ｂ型肝炎が法定予防接種の対象となり、１０月１日より施行に伴うものでござ

います。 

１８ページをご覧ください。１０項、清掃費、５目、塵芥処理費、１１節の需用

費の２４２万９,０００円につきましては、消耗品費で災害等廃棄物処理事業、廃

棄物仮置き場の設置に係る消耗品費、管理業務のための事務所、トイレ、手洗いに

伴う消耗品費、電気料、上水道使用料でございます。 

１８ページから１９ページにかけてでございますが、１３節、委託料の５億１,

４４１万８,０００円につきましては、熊本地震災害廃棄物処理委託料１,４４９万

２,０００円、地震で損壊した家屋解体撤去委託料４億９,９９２万６,０００円、

家屋解体の申請により追加補正するものでございます。 

１４節、使用料及び賃借料の３５７万３,０００円につきましては、災害等廃棄

物仮置き場の設備、進入防止及び目隠しフェンス、ユニットハウス、仮設トイレ、

監視カメラの６カ月間の借上料でございます。 

１５節、工事請負費の２,１６０万円につきましては、災害等廃棄物仮置き場の

整備を行うもので、専決処分の報告及び承認で説明しましたスマートインターチェ

ンジのそばで、元旦ビューティ工業株式会社所有の土地１万平米を借用し、仮置き

場として整備するものでございます。 

１９節、負担金補助及び交付金の２億９,２５６万９,０００円につきましては、

個人で家屋等解体を実施した損壊家屋等解体撤去済の費用、解体運搬費、廃棄物処

理費を補助するものでございます。 

２５款、農林水産業費、５項、農業費、１０目、農業振興費の１９節、負担金補

助及び交付金、２億２,１５１万２,０００円の内訳につきましては、歳入でも申し

上げましたが、被災農業者向け経営体育成支援事業補助金で追加補正１億７,８３
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０万５,０００円。強い農業づくり補助金（平成２８年熊本地震被災施設整備対

策）の吉野選果場被災施設の整備事業の追加補正及び西部カントリー被災施設整備

事業の３,６４８万８,０００円。攻めの園芸生産対策事業費補助金、旧熊本稼げる

園芸産地育成対策事業でございますが、先ほど入でも申し上げましたがイチゴの包

装施設、出し棚、イチゴ自動換気施設の導入５３４万２,０００円、及び２０ペー

ジをご覧ください。土地利用型構造改革推進事業費補助金、旧熊本土地利用型農業

競争力強化支援事業、入でも申し上げましたが農地の集積を図るとともに農業生産

法人化を計画を基づいて担い手として発展を目指すためにございますが、内容は農

事組合法人アグリ吉野が事業主体となりまして、６条の田植え機を購入１２９万

６,０００円、及び台風被害対策農業資金保証料助成事業補助金８万１,０００円で

ございます。 

２０目、畜産業費、１９節、負担金補助及び交付金の４０５万８,０００円につ

きましては、３戸以上の営農集団等（畜産農家を含む）が主体となり、環境問題に

対応できるような施設の改良整備として補助対象とするもので、ホイルローダーそ

れと堆肥運搬機を購入するものでございます。 

２５目、農地費、１１節、需用費の２７３万３,０００円につきましては、氷川

排水機場１号機常時冷却水ポンプ修繕１１７万８,０００円、沖塘排水機場傾斜ベ

ルトコンベアモーター修繕１０６万１,０００円及び農道地迫線修繕。これは豪雨

による災害でございますが、４９万４,０００円でございます。 

４０目、物産館費、１８節、備品購入費の１４０万円につきましては、物産館の

厨房用食器洗浄機が故障して修理ができないため、購入するものでございます。 

２１ページをご覧ください。３０款、５項、商工費、１０目、商工業振興費、１

９節、負担金補助及び交付金の５,０００万円につきましては、今回の熊本地震に

限定した住宅リフォーム等促進事業費補助金、災害復旧として住家の一部損壊した

被災者を対象に下限を設けず２０万円を上限とし、既に修繕を行っている方も対

象。町外業者は今年度のみの対象として補助するものでございます。なお、平成２

９年度も実施予定でございます。 

２５目、立神峡公園費、１１節、需用費の１００万円につきましては、管理棟の

シャワー室のボイラーが故障しているため修繕するものでございます。 

１３節、委託料の２００万円につきましては、立神峡公園内の配管されている下

水道が詰まってマンホールポンプより汚水が溢れるため、マンホール及び下水管の

清掃業務を委託するものでございます。 

２２ページをご覧ください。３５款、土木費、１０項、道路橋りょう費、１０

目、道路維持修繕費、１１節、需用費の３０８万円につきましては、町道若洲堤防
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線ほか６路線の修繕費でございます。１５節、工事請負費の５００万円につきまし

ては、町道河原鹿島西網道線道路維持修繕工事費及び西野津立石新田線道路修繕工

事費でございます。 

２３ページをご覧ください。１５目、道路新設改良費、１５節、工事請負費の

１,８００万円につきましては、町道河原鹿島西網道線道路改良工事費でございま

す。 

２４ページをご覧ください。４０款、５項、消防費、１０目、非常備消防費、９

節、旅費の２４２万７,０００円につきましては、熊本地震に伴い各消防分団員が

昼夜を問わず住民安否確認、避難誘導等地域の安心安全のための活動実施による費

用弁償でございます。 

１５目、消防施設費、１９節、負担金補助及び交付金の３１７万９,０００円に

つきましては、７地区からの消防水利マンホール蓋、地上式消火栓、防火水槽防護

柵、ホース格納庫、消防水堰板、それと防火水槽用の給水用バルブ等の設置工の要

望による消防用施設整備補助金でございます。 

２５目、災害対策費、１３節、委託料の１,４６８万９,０００円につきまして

は、現在実施しています防災システム基本計画策定と合わせて本庁舎の防災機能を

高めるため、防災無線室・災害対策本部室等を考慮し、庁舎の増築に伴う氷川町役

場庁舎危機管理室増築工事の基本・実施設計業務委託でございます。６２３万１,

０００円でございます。今回の地震を受け、３９地区すべてに地区防災計画の策定

を今回いたします。その氷川町地区防災計画策定の業務委託料といたしまして、８

４５万８,０００円でございまして、平成２８年度から３０年度までの３年間で策

定するものでございます。 

２５ページをご覧ください。４５款、教育費、１０項、小学校費、５目、学校管

理費、１３節、委託料の５８６万円につきましては、入でも申し上げましたが竜北

西部小学校プール改修・付属棟改築工事、昭和４８年３月に建設により２０年経過

し、老朽化しているため改修・改築等をするための実施設計業務の委託料４４３万

円。竜北東小学校プール改修工事、これにつきましても昭和４８年３月建設により

老朽化、及び倉庫の上部に観覧席が設置されていますが、経年劣化いたしておりま

して危険な状態ということで、撤去を含めた改修工事に係る実施設計業務委託料１

４３万円を計上するものでございます。 

２６ページをご覧ください。２５項、保健体育費、１０目、保健体育施設費、１

５節、工事請負費の２５５万円につきましては、宮原体育館が被災し復旧するため

の工事費でございます。 

５０款、災害復旧費、５項、農林水産業施設災害復旧費、１０目、農地災害復旧
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費、１５節、工事請負費の１１６万円につきましては、平成２８年発生災害農地復

旧工事の若洲地区の農地での追加補正でございます。 

２７ページをご覧ください。１０項、５目、公共土木施設災害復旧費、１１節、

需用費の１,２１０万円につきましては、町道の災害復旧１３カ所の修繕料でござ

います。 

２８ページの給与費明細及び３１ページの地方債の前々年度末における現在高並

びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書につきまして

は、ご覧いただきたいと思います。 

次に前のページに戻りまして、５ページをご覧ください。第２表、債務負担行為

の補正でございます。まず氷川町庁務手等業務委託でございます。期間は平成２９

年度から平成３１年度までの３年間で、負担行為の限度額２億２,５７９万６,００

０円でございます。 

続きまして、氷川町情報ネットワークシステム利用料でございます。期間は平成

２８年度から平成３３年度までの６年間で債務負担行為額の限度額７,０００万円

でございます。 

次に氷川町地区防災計画策定業務委託でございます。期間は平成２９年度から平

成３０年度までの２年間で、負担行為限度額２,１１４万５,０００円でございま

す。 

６ページをご覧ください。第３表、地方債補正でございます。追加でございま

す。１衛生債で限度額５億１,５９０万円、２教育債では５５０万円の限度額でご

ざいます。２の変更では、１土木債の補正前の限度額１億１,８２０万円を１億３,

５６０万円へ、２消防債では補正前の限度額５,８１０万円を６,２６０万へ、３災

害復旧債では補正前の限度額１,１４０万円を１,６３０万円へ補正するものでござ

います。 

以上で、議案第４２号、平成２８年度氷川町一般会計補正予算（第５号）の説明

を終わります。 

○議長（永田義昭君） 休憩します。１０分間、５０分から始めます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時４０分 

再開 午後２時５０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

健康福祉課長。 

○健康福祉課長（増永光幸君） 議案第３４号、平成２８年度氷川町国民健康保険特別
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会計補正予算（第１号）についてご説明いたします。 

平成２８年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を別紙のとおり定

めるため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでござ

います。 

次のページをご覧ください。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ６万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ２４億３,９５９万１,０００円とするものです。 

６ページ、歳入をご覧ください。補正としましては、４５款、繰越金、５項、繰

越金、１０目、５節、その他繰越金に６万３,０００円を計上いたしております。 

７ページ、歳出をご覧ください。補正としまして、５款、総務費、５項、総務管

理費、５目、一般管理費、１２節、役務費の５万円につきましては、保健師の健康

センター常駐化により設置する国保総合システムの光回線使用料を、１０目、連合

会負担金、１９節、負担金補助及び交付金の９,０００円につきましては、国保総

合システム機器の保守負担金を、４５款、諸支出金、５項、償還金及び還付加算

金、１５目、償還金、２３節、償還金利子及び割引料の４,０００円につきまして

は、老人保健交付金に係る返還金を計上するものです。 

以上で、議案第３４号、平成２８年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）についての説明を終わります。 

続きまして、議案第３５号、平成２８年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第

１号）についてご説明いたします。 

平成２８年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第１号）を別紙のとおり定める

ため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでござい

ます。 

次のページをご覧ください。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ３,９１３万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ１５億３,４２６万９,０００円とするものでございます。 

６ページ、歳入をご覧ください。補正としましては、４５款、５項、５目、５節

繰越金で３,９１３万９,０００円を計上いたしております。 

７ページ、歳出をご覧ください。主な補正としましては、３５款、諸支出金、５

項、償還金及び還付加算金、５目、第１号被保険者保険料還付金、２３節、償還金

利子及び割引料２０１万６,０００円につきましては、目名にあります第１号被保

険者保険料の年金特別徴収分や修正申告に係る過年度分の還付金を計上いたしてお

ります。１０目、償還金、２３節、償還金利子及び割引料２,３７０万６,０００円

につきましては、平成２７年度の介護給付費負担金に係る国庫・県への返還金を、
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平成２７年度の地域支援事業交付金に係る国庫・県支払基金への返還金をそれぞれ

計上いたしております。 

次の８ページをご覧ください。２８節、繰出金１,３２９万５,０００円につきま

しては、平成２７年度介護給付費負担金と地域支援事業交付金に係る町一般会計へ

の返還金を計上いたしております。 

以上で、議案第３５号、平成２８年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第１

号）についての説明を終わります。 

○議長（永田義昭君） 建設下水道課長。 

○建設下水道課長（前崎 誠君） それでは、議案第３６号、平成２８年度氷川町下水

道事業特別会計補正予算（第１号）につきまして説明いたします。 

平成２８年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）を別紙のとおり定め

るため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでござ

います。 

補正予算書を開けていただきまして、１ページをご覧ください。第１条、歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ５８４万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ７億９,２６６万８,０００円とする補正でございます。増

額の主な理由といたしまして、下水道面整備の早期完了のため、平成２８年度より

下水道体制の強化に伴う人件費の増額補正並びに新築家屋の増加に伴う単独事業費

の増額補正であります。 

歳出からご説明いたします。８ページをご覧ください。５款、公共下水道事業

費、５項、公共下水道事業費、５目、総務管理費、２節、給料２４０万円、３節、

職員手当等２１９万４,０００円、４節、共済費、８０万円を人員増により増額補

正するものです。 

１０目、公共下水道維持費の１９節、負担金補助及び交付金４５５万円は、流域

下水道維持管理負担金について負担水量の確定により、減額補正するものです。 

１５目、公共下水道建設費、１３節、委託料の４７８万円は社会資本整備総合交

付金の満額執行のため、委託料と工事請負費と上水道等移設補償費で、事業費組替

えを行うため減額するものです。 

１５節、工事請負費の管渠築造工事１,４２１万２,０００円は、目内の事業費組

替え及び新築家屋の増加に伴う単独事業費の増額補正であります。 

２２節、補償補填及び賠償金の上水道等移設補償費４４３万２,０００円を社会

資本整備総合交付金の満額執行のため、目内の事業費組替えを行うため減額するも

のです。 

続いて歳入の説明に入ります。７ページをご覧ください。５款、分担金、負担
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金、５項、分担金、５目、分担金、５節、分担金について、一括納入が想定より少

なかったため２０１万３,０００円を減額するものです。 

２５款、繰越金、５項、繰越金、５目、繰越金、５節、繰越金について８５万

７,０００円を増額するものです。 

３５款、町債、５項、町債、５目、下水道債、５節、下水道債につきましては、

社会資本整備総合交付金の満額執行のため、目内組替えを行い、財源の分担金収入

源を起債で対応するため、７００万円を増額するものです。 

以上で、議案第３６号、平成２８年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）について説明を終わります。 

続きまして、議案第３７号、氷川町道路線廃止についてご説明します。 

それでは議案第３７号、氷川町道路線廃止については、道路法第１０条第１項の

規定により、別添調書のとおり町道の路線を廃止することとする。提案理由といた

しまして、氷川町道路線の廃止については、道路法第１０条第３項の規定により、

議会の議決を求める必要があるためでございます。 

次のページに廃止路線調書を、その次のページに路線図を付けておりますのでご

覧いただきたいと思います。路線番号１０５４９の太尾線でございます。廃止理由

といたしましては、宇城市小川町を起点とし八代市を連結する小川八代線が、平成

２８年７月１日に路線廃止されました。これに代わり、道の駅北側の県道鹿野赤迫

線と町道太尾線を含む大野交差点を県で一体的に整備するため、町道太尾線を県道

に区域編入し国道３号を起点とする路線として、八代市を連結する路線が平成２８

年７月１日で氷川八代線として認定されたため、太尾線を廃止するものでありま

す。 

議案第３７号の説明を終わらせていただきます。 

○議長（永田義昭君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（森田寿也君） 続きまして、認定第１号、平成２７年度氷川町一般会

計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 

地方自治法第２３３条、第３項の規定により、平成２７年度氷川町一般会計歳入

歳出決算を別紙、監査委員の意見を付して議会の認定に付すものでございます。決

算の認定につきましては、配付しております別冊の資料、平成２７年度における主

要な施策の成果に関する調書の中で事業の内容等を詳しく記載しておりますので、

決算の概要について説明させていただきます。 

まず、決算書の歳入の部の１ページ、２ページをご覧ください。５款の町税であ

りますが、予算現額、調定額、収入済額は記載しておりますので省かせていただき

ます。不納欠損額、５項の町民税で２１７万５,１０５円、１０項の固定資産税で
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２３３万２４３円、１５項の軽自動車税では１３万８,４００円であります。ま

た、収入未済額は５項の町民税で１,７７６万７,９５１円、１０項の固定資産税で

２,７３５万２９５円、１０項の軽自動車税では１７０万７,３５１円でございま

す。 

続きまして３、４ページをご覧ください。５５款の分担金及び負担金、１０項の

負担金で１３６万２,７６０円の収入未済額がありますが、養護老人ホーム入所者

負担金４万９００円、保育料１３２万１,８６０円でございます。６０款の使用料

及び手数料、５項の使用料１４万５,０００円、３００円の収入未済額があります

が、町営住宅使用料と駐車場使用料でございます。 

続きまして、５、６ページをご覧ください。９９款、５項の町債で収入額と予算

現額との差１億６７０万円につきましては、繰越事業に係る部分と実際の借入額の

差額の合計額でございます。 

以上で、歳入につきましては説明を終わらせていただきます。 

次に歳出に移りまして、７ページ、８ページをご覧ください。１０款の総務費、

５項、総務管理費での翌年度繰越額３,９００万９,０００円につきましては、マイ

ナンバー導入に伴う通知カード・個人番号カード事務委任交付金事業、地方創生加

速化交付金事業、情報セキュリティ強化対策事業でございます。１５項、戸籍住民

基本台帳費の翌年度繰越額３８万９,０００円につきましては、個人番号マイナン

バーカード交付事務交付金事業の分でございます。１５款の民生費、１０項、児童

福祉費の翌年度繰越額９５万１,０００円につきましては、保育所等におけるＩＣ

Ｔ化推進事業でございます。１５項、福祉センター費の翌年度繰越額９,９７９万

６,０００円につきましては、竜北福祉センター給湯設備改修事業分でございま

す。２０款の衛生費、５項、保健衛生費での翌年度繰越額１００万４,０００円は

海岸漂着物対策事業分でございます。３０款、５項の商工費での翌年度繰越額２７

万６,０００円は地方創生加速化交付金（県南広域観光連携の事業分）でございま

す。 

次に７から８、９から１０ページにかけてご覧ください。３５款の土木費、１０

項の道路橋りょう費で翌年度繰越額２,４８４万１,０００円は、町道笹尾迫線道路

改良事業及び町道北川反甫北鹿野線道路改良事業分でございます。 

１２ページ以降の事項別明細書の歳入歳出につきましては、委員会審査会の中で

各担当で説明をいたしますので、よろしくお願いしたいと思います。 

続きまして１５３ページをご覧ください。実質収支に関する調書でございます。

歳入総額６８億８,５６４万５,２２５円、歳出総額６４億１,６３９万２,４２５円

で、歳入歳出差引額４億６,９２５万２,８００円で、翌年度へ繰り越すべき財源の
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確保に繰越明許費繰越額８６１万４,０００円を控除いたしまして、実質収支額は

４億６,０６３万８,８００円となります。実質収支額のうち、地方自治法第２３３

条の２の規定による基金繰入額につきましては、２億４,０００万といたし、平成

２８年今年度の９月補正、今日の今後の補正予算で積立財政調整基金へ積立して計

上しているところでございます。 

次に１５４ページからは、財産に関する調書でございます。１５５ページ、１５

６ページの公有財産の総括表でご説明いたします。 

（１）土地及び建物の年度中増減があった主な所のみ説明申し上げます。まず、

行政財産の公共用財産の公園で４０６.８７平米の面積の増は、早尾地区公園のわ

いわい広場の借地をしていたものを購入したため、６０７.８７平米の増。それか

ら竜北公園の地籍調査による変動で２０１平米が減の面積分の差し引きました面積

でございます。その他の施設での８６７.０５平米の面積の増は排水機場分で、平

成２２年県より財産譲与されたもので、計上漏れによるものでございます。建物の

木造面積の減の４６.２８平米は、町営住宅宮原引揚げ住宅の１棟を解体したもの

です。非木造面積の減、８５.７６平米は八火図書館面積２９６.２６を解体したも

のと、排水機場の２階部分の計上漏れ面積２１０.５平米により差し引き、８５.７

６平米の減でございます。 

次に普通財産の宅地面積減８４.３６平米は都市農村交流施設用地、国が設置し

ております防災備蓄倉庫が建てられている土地の一部を、国道３号県道赤迫線交差

点改良事業に伴い、県が買収したものでございます。その他で５８９.１平米の面

積の増については、河原地区で旧本島医院の跡地を寄附いただいた分と本山地区の

県道改良に伴い町道の一部が廃止となり、普通財産として消防ポンプ小屋敷地とし

て本山地区へ無償で貸付をしているものでございます。建物の非木造面積につきま

しては、増減の変動はございません。 

１６１ページの山林、有価証券の増減はございません。 

１６２ページの立木の推定蓄積本数につきましては、平成２７年度台風１５号に

よる被害があっており、現在、全国森林組合により調査が終了いたしておりまし

て、保険費用等の試算が行われております。その被害の結果が当町へ報告があり次

第、修正いたしたいと思っております。 

１６３ページをご覧ください。出資による権利についても増減はございません。 

１６４ページをご覧ください。２の物品につきましては、２０万円以上の備品等

で平成２７年度に移動がありました分について表の中の決算年度中増減高で数量を

掲載しておりますので、ご覧ください。３の債権につきましては、奨学資金貸付金

の貸付及び償還が行われており、平成２７年度は償還金が２２８万７,０００円の
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減となっており、現在高は１,３３９万円となっております。 

１６５ページをご覧ください。基金の財政調整基金の決算年度中の増減高が２億

６,３１６万５,０００円の増となっていますのは、利息及び地方自治法第２３３条

の２の規定による基金繰入をしたものでございます。合併振興基金の５,９３７万

５,０００円の減につきましては、ソフト事業へ充当し財源としたものでございま

す。 

最後に１６７ページをご覧ください。土地開発基金運用調書につきましては、基

金の積立状況でありますが、決算年度中増減高で５,８０２万８,０００円の減につ

きましては、鏡消防署氷川分署建設事業に伴い、土地購入及び立木の補償費用とし

て事業主体である八代広域行政事務組合へ負担金として出資したものでございま

す。 

以上で、平成２７年度氷川町一般会計歳入歳出決算書の認定についての内容の説

明を終わらせていただきます。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（増永光幸君） はい。認定第２号、平成２７年度氷川町国民健康保険

特別会計歳入歳出決算書の認定についてご説明いたします。 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２７年度氷川町国民健康保険特

別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付するものでご

ざいます。 

１、２ページをお願いいたします。歳入について、５款の国民健康保険税に関す

る不納欠損額が４１７万３,５９０円で、そのうち主なものとして、医療給付費滞

納繰越分が２９１万３,９４３円で、対象世帯は６８世帯となっております。 

次に、事項別明細書の１１ページ、１２ページをお願いいたします。歳入、５

款、国民健康保険税の現年度分の収納率は９５.２％となっております。過年度分

につきましては、収納率２１.６％となっております。 

続きまして１９ページ、２０ページをお願いいたします。歳出でございます。１

０款、保険給付費で１４億１,２４０万９６１円は、前年比４.３％の増加となって

おります。 

３１ページをご覧ください。実質収支に関する調書でございます。歳入総額２４

億９,９８０万６,８１４円、歳出総額２４億１,４６２万３,１０９円、歳入歳出差

引額８,５１８万３,７０５円となっております。 

次のページ、３２ページをご覧ください。財産に関する調書でございます。国民

健康保険基金の決算年度末現在高は４,４３３万８,２９７円となっております。 

以上で、認定第２号、平成２７年度氷川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の
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認定について説明を終わらせていただきます。 

続きまして、認定第３号、平成２７年度氷川町介護保険特別会計歳入歳出決算の

認定についてご説明いたします。 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２７年度氷川町介護保険特別会

計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付すものでございま

す。 

３３ページ、３４ページをご覧ください。歳入につきましては、５款、保険料に

対する不納欠損額が１４６万６,８００円で、対象者は５２名となっております。 

次に事項別明細書の４１、４２ページをご覧ください。介護保険料の収納率につ

きましては、現年度分の収納率は９９.９％となっております。過年度分につきま

しては、収納率１８.４％となっております。 

続きまして、５１ページ、５２ページをご覧ください。歳出につきまして、１０

款、保険料給付費の支出済額は１２億８,２５４万３,２２０円で、前年比５％の増

となっております。 

５９ページをご覧ください。実質収支に関する調書です。歳入総額１４億４,９

９９万３,４４３円、歳出総額１３億８,０２９万９,７８０円、歳入歳出差引額６,

９６９万３,６６３円です。 

次のページ、６０ページをご覧ください。財産に関する調書です。介護給付費準

備基金の決算年度末現在高は９,３６９万５,９４２円となっております。 

以上で、認定第３号、平成２７年度氷川町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定

について説明を終わらせていただきます。 

○議長（永田義昭君） 建設下水道課長。 

○建設下水道課長（前崎 誠君） 認定第４号、平成２７年度氷川町下水道事業特別会

計歳入歳出決算の認定について。地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成

２７年度氷川町下水道事業特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付け、

議会の認定に付します。 

６１ページをご覧ください。歳入についてですが、分担金につきまして収入済額

１,１６８万１００円、不納欠損額としまして、平成２３年度までの不納欠損者と

して対象人員が４７名で、不納欠損額は７４７万円です。収入未済額として６３７

万６,１００円となります。下水道使用料ですが、収入済額が１億２,５６８万６,

３９０円、不納欠損額が平成１６年度からの不納欠損処理としまして、７７名の６

５６万１,０４０円となります。収入未済額については、７１１万３０円となりま

す。 

歳出についてですが、主なものについてご説明いたします。７３ページをご覧く
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ださい。１０目、公共下水道維持費の主なものは１９節、負担金補助及び交付金で

ございまして、流域下水道維持管理負担金４,９５７万６,１７０円となります。そ

の下１５目、公共下水道建設費、工事請負費１億５,５２７万５,４０９円で、不用

額は８２万４,５９１円となります。 

７７ページをご覧ください。実質収支に関する調書といたしまして、歳入総額６

億４２８万８６０円、歳出総額５億９,３９６万１,１８７円、歳入歳出差引額１,

０３１万９,６７３円、実質収支額としまして１,０３１万９,６７３円となりま

す。 

７８ページ、財産に関する調書はここに記載しておりますので、あとでご覧くだ

さい。 

続きまして、認定第５号、平成２７年度氷川町宅地開発事業特別会計歳入歳出決

算の認定について。地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２７年度氷川

町宅地開発事業特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付け議会の認定に

付します。 

歳入についてですが、８４ページをご覧ください。歳入について主なものは、一

般会計繰入金で９２１万６,０００円になります。 

歳出の主なものにつきまして、９２ページ、９３ページをご覧ください。歳出の

主なものは公債費元金８９２万７,６００円、２３節の償還金利子及び割引料、２

８万７,５３９円となります。 

次ページをご覧ください。９４ページでございます。実質収支に関する調書で、

歳入総額９３２万５,５９８円、歳出総額９２１万５,１３９円、歳入歳出差引額１

１万４５９円です。実質収支額としまして１１万４５９円となります。 

財産に関する調書はここに記載のとおりでございます。以上で説明を終わりま

す。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（増永光幸君） 認定第６号、平成２７年度氷川町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算書の認定についてご説明いたします。 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２７年度氷川町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付するもので

ございます。 

９６ページ、９７ページをご覧ください。歳入につきまして、主な歳入としまし

て５款、後期高齢者医療９,４３５万８００円、保険料の収納率は９９.６％となっ

ております。不納欠損額が１０万２,３００円で、対象者は１０名となっておりま

す。 
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次に事項別明細書、歳入の１０２ページ、１０３ページをご覧ください。２０

款、歳入金につきましては一般会計より保険基盤安定繰入金として４,７３４万３,

９１９円を繰り入れております。 

１０６ページ、１０７ページをご覧ください。主な歳出は、１０款、後期高齢者

医療広域連合納付金が１億４,１８３万８,５１９円で、前年比３.２％の減となっ

ております。 

最終ページ１１０ページをご覧ください。実質収支に関する調書でございます。

歳入総額１億４,５８５万９,８６１円、歳出総額１億４,５５６万５,７８３円、歳

入歳出差引額２９万４,０７８円となっております。 

以上で、認定第６号、平成２７年度氷川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について説明を終わらせていただきます。 

○議長（永田義昭君） 町長、藤本一臣君。 

○町長（藤本一臣君） 同意第１号につきまして、ご説明を申し上げます。 

次の者を氷川町教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第２項の規定によりまして、議会の同意を求めるものでござい

ます。 

住 所   熊本県八代郡氷川町吉本５８番地 

氏 名   豊暉原 素峰 

生年月日  昭和３４年４月３０日生でございます。 

同氏は、平成２４年１１月から教育委員会の委員の職務に精励をされておりま

す。現在２期目でございます。その間、教育委員長も歴任をされております。ＰＴ

Ａ活動等の経験、また温厚で実直な人柄が示すとおり献身的にその職務にご尽力を

いただいているところであります。今後も、教育委員会の委員として活躍が期待で

きますので、再任いたしたく同意をお願いするものでございます。よろしくお願い

いたします。 

○議長（永田義昭君） 次に、決算の認定について監査委員から審査意見書が提出され

ておりますので、その説明を求めます。本田代表監査委員。 

○代表監査委員（本田孝志君） それでは、監査をいたしましたので報告いたします。 

平成２７年７月２１日から平成２８年８月１７日までの間、町長より提出されま

した平成２７年度の各会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調

書、財産に関する調書等の書類について、計数の確認を行うとともに各担当職員か

ら関係書類の提出を求め説明を聴取し、予算執行の適宜並びに会計処理の適切で合

理的に行われているかなどを審査いたしました。 

審査の結果についてご報告いたします。平成２８年７月２１日付で町長より提出
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された２７年度の会計について報告します。各会計歳入歳出及び歳入歳出決算書、

同事項別明細書、先ほどの同じですので省きます。提出された書類につきまして

は、いずれも地方自治法施行令施行規則に示された様式に基づいて作成されてい

る。また、各決算の数値については適正であると認めます。 

なお、予算執行について財政運営については、意見書の３４ページに記載をして

おりますので、ご覧いただきたいと思います。 

以上で終わります。 

○議長（永田義昭君） 説明が終わりました。これから質疑を行います。 

まず、承認第７号について質疑はありませんか。江嵜悟君。 

○５番（江嵜 悟君） 今回、専決の承認議案が出ているんですけど、これは元旦ビュ

ーティ跡地に仮置き場をつくりたいので、その用地について７６万６,０００円だ

ったですか、用地についての予算を土地の借上料、賃貸の借上料を専決されたとい

うことで提案されていますけれども、実はこの後の補正予算には、ここの土地を借

り上げます、借り上げた後に整地だけなのか、内容としては整備工事と書いてあり

ますけれども、整地だけなのか何なのかの説明はありませんでしたが、ここの元旦

ビューティに仮置き場を設置するためには、この借上料だけでは基本的にはどれだ

けの事業になるのかというのはわからない。今回補正で出てきてるので、それと合

算して初めてここでいいのかどうかということの判断を議会としてはやらなければ

ならないんじゃなかろうかと思います。ところが、なぜこの用地代だけ専決しなけ

ればならなかったのか、というところがちょっと疑問がありまして。今日は１５日

ですか、１０日、専決から１０日しか経っていませんので、この間にこの専決しな

ければいけない理由、それは多分、議会を招集してその議決を経ている間にその時

期を失するような場合、要するに今日の議会まで待たずに専決しないと、もう借り

れないという状況にあったかどうか。そこのところを１つ、専決しなければいけな

い理由を教えてもらいたい。現に多分、元旦ビューティとは賃貸借契約をこの５日

から今日までの間に結ばれていると思いますので、それがいつ結ばれたのか。専決

しなければこの契約ができなかった理由、それについてまず１つお伺いしたいと思

います。 

○議長（永田義昭君） 町民環境課長。 

○町民環境課長（野田俊明君） ただいまの江嵜議員の質問、専決しなければならなか

ったのかということですけれども、一応８月３１日付で契約を締結しております。

９月に入りまして現場に入って、現場を調査したいということがありましたので、

専決をさせていただいております。急いだ理由というのは、そういうところです。

以上です。 
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○議長（永田義昭君） 江嵜悟君。 

○５番（江嵜 悟君） それでは、元旦ビューティとの契約はいつされているんです

か。 

○議長（永田義昭君） 町民環境課長。 

○町民環境課長（野田俊明君） 申し上げたと思いますけど、８月３１日です。 

○議長（永田義昭君） 江嵜悟君。 

○５番（江嵜 悟君） それでですね、元旦ビューティと８月３１日に契約されたとい

うことですが、ここの元旦ビューティ跡地なんですけども、町長、ここは町長が、

あの元旦ビューティ跡地は企業誘致をする本町において、ただ１つの場所です。

で、商工観光課長のほうで企業誘致の先を探して、農業と関係のあるようなそうい

うふうな施設をというふうなことを話をしていただいたとこです。また私たちも元

旦ビューティの企業に出て来てもらうために、この議会全員で、全員でですね、元

旦ビューティに頭を下げに行って、あそこにぜひ、元旦ビューティさん来てもらえ

ませんかというふうに、町長も一緒に同行していただいて行ったところです。企業

誘致をするという場所として、最高に町長が最初にあそこを決定された場所に、今

回、廃棄物を置きましょうということを提案されています。私はこれから先の震災

復興のためには、企業誘致先として町長があそこを決められているわけですから、

元旦ビューティにあの時は数億、あと４億と言われたんですかね、５億ぐらい事業

があればなということは、元旦ビューティさんはもう出て来ない状況になってしま

っているんじゃないか、私はそう思うんです。しかし、あそこの元旦ビューティさ

んが出て来ないから、あそこに町長は企業を誘致しますて、これから企業誘致しな

ければいけない所に廃棄物を置いて、まあ私は２年もっとかかるかもしれません。

その分で企業誘致先がなくなる、これからの震災復興がやはり企業誘致することに

よって本町の活気を取り戻す、いうことも必要だと思うんです。 

そこで、私はあそこに仮置き場をすると決定するに至った理由として、この氷川

町に、町内に何カ所仮置き場を置けるだろうかと、そういう検討の中であそこに決

められたと思いますが、何カ所ぐらい仮置き場を検討されたでしょうか。そして、

その検討にあたって今回２千４、５百万かかるのかな、整備費。その他の所、どの

くらいの整備費がかかるのか、いつから仮置きできるのか。すぐにでも仮置きした

いわけですよ、今。り災された方お待ちですので、すぐにでも仮置きできる所はな

いだろうか。台風被害で置いた所もありました。そういう所も多分検討されている

と思いますが、仮置き場をどのくらい、何カ所検討されたか。それから、企業誘致

場所を潰していいのか、そこのところの検討がなされたかどうか。費用はどのくら

いかかるのか。そこらへんの検討結果、ここの元旦ビューティに決めたんだという
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ことだと思いますので、その経過をちょっとお知らせ願いたいと思います。 

○議長（永田義昭君） 町民環境課長。 

○町民環境課長（野田俊明君） はい。まず江嵜議員の最初の質問ですね。まあ、企業

誘致のほうは別の担当がすると思いますけれども、まず仮置き場の選定につきまし

ては、数カ所検討しております。今回の熊本地震における解体家屋の仮置き場の面

積要件をですね、種類ごとに８つから１０ほどのブースを設ける予定で、まず最低

でも１万平米以上を見込んで検討しております。 

次に、その中で１つ目は今議員おっしゃられました浜牟田橋下の河川敷ですけれ

ども、面積要件は十分に備わっておりますけれども、今後台風などの風水害の際に

水位が高くなったときのことを考えた場合に問題があると判断しました。次に竜北

グラウンドですけれども、まず役場前の幹線道路側から車は進入は可能です。あそ

この橋が１２トンまで大丈夫かなと考えております。しかしながら、もち米の収穫

時期に農協の東部カントリー前が大変混雑する中での車両の通行を心配しました。

それと、竜北グラウンドにおきましては、１０月２日に町民体育祭秋季大会等も予

定されております。町民総出での催し物でありまして、そのほか今後も氷川町だけ

ではなく地域の様々なイベントが予定されております。確かに、そういったイベン

トは桜ヶ丘グラウンドでもできるんじゃないかなという意見もあるかもしれませ

ん。しかしながら、もち米の収穫や竜北グラウンドですね、竜北グラウンドで予定

されている様々なイベントの開催は、熊本地震からの復興に向けた氷川町民や周辺

地域が元気を取り戻す１つのイベントの機会であるということを考えましたとき

に、選定の決断をちょっとなかなか判断することができませんでした。そのほか、

若洲グラウンドや竜北公園いこいの広場なども検討しましたが、ともに６,０００

平米に満たない広さで面積要件を満たさないんじゃないかなということで判断いた

しました。そうした中、大型車両が十分通行できる高塚にありますスマートインタ

ーチェンジ近くの元旦ビューティ工業株式会社の３万平米に目を付けたところで打

診しましたところ、そのうちの１万平米ならということで、快くご協力をいただき

ましたので仮置き場として選定させていただいた次第です。ここに仮置き場を設け

ますと、南関町にあります県の最終処分場エコア熊本をはじめ、県内の様々な処分

場に廃棄物を運搬するのに利便性があると考えておりますし、災害廃棄物の処分等

に対して見極めが甘く、公費解体の事業を遅らせている身分でおこがましいのです

が、今後は一刻も早く仮置き場を整備し、解体を望んでいる被災された方の付託に

誠心誠意応えていきたいと思っておりますので、どうぞご理解をいただきたいと思

っております。以上です。 

○議長（永田義昭君） 江嵜悟君。 
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○５番（江嵜 悟君） そしたら、ちょっと私、さっき日にち間違えたと思いますが、

８月２５日に予算補正して今日提出ですが、５日の日に提出ですけれども、この１

０日間で８月３１日に契約をしましたと。で、８月３１日に契約しなければならな

い理由は、立ち入ってどのくらいの整備費用がかかるのか、それを見るために早め

にやらなきゃいけないという説明だったかと思いますが、その契約書、賃貸借契約

書の中の特記事項に「整地はうちでします。例えばフェンスは、さっき目隠しの仮

設がちょっと出てきましたけども、その２千数百万の整備費用はうちでします。目

隠しはします。仮設としてします。撤去はどこまで。整地を綺麗に本来、元旦ビュ

ーティさんがしなければならない整地を、うちで綺麗にしてあげます」ということ

が、特記事項の中に謳われていますか。 

○議長（永田義昭君） 町民環境課長。 

○町民環境課長（野田俊明君） ただいまの江嵜議員の質問。本来元旦ビューティ工業

がやらなければならない整地というふうな解釈でなくて、今回は仮置き場としての

整地です。これは、元旦ビューティ工業がしなければならないというふうな整地と

いう考え方ではなくて、仮置き場の整地としてやります。その仮置き場の整地のや

り方は、元旦ビューティ工業さんが望んでいらっしゃる整地ではないかもしれませ

ん。以上です。 

○議長（永田義昭君） 片山裕治君。 

○８番（片山裕治君） 今の件について、課長、少し時間があったので、今まで全協を

もう２回ほど開いていただいたので、本当だったら全協を開いてほしかったという

のが１点と、元旦ビューティ工業さんは快く今度の借地、まあ借りられるというこ

とで快く貸していただけるということになりましたけれども、本来ならば企業誘致

等で工場または倉庫、雇用の促進につながるということで、私たちは期待していた

わけなんですけれども。本当にここ近年の間に元旦ビューティ工業さんというの

は、進出して来るのか来ないのかというのが２点目。 

最後に、仮置き場として７カ月で７６万円を出資するわけですけども、７カ月で

仮置き場、延長するということはないのかあるのか。それ３点聞かせてください。 

○議長（永田義昭君） 町民環境課長。 

○町民環境課長（野田俊明君） 片山議員、２点目の元旦ビューティ工業が進出して来

るか来ないか、ちょっと私は差し控えさせていただきたいなと思っておりますけれ

ども、よろしいですか。 

○８番（片山裕治君） はい。 

○町民環境課長（野田俊明君） はい、それと全協のほうで説明をいただきたいという

ことだったんですけども。議長、すみません。質問をもう一度よろしいですかね、
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片山議員の。１番目の質問です。ちょっと、もう一度すみません。ちょっと、忘れ

てしまいました。 

○議長（永田義昭君） 全協を開いて。もう１回、ならもう１回お願いします。 

○８番（片山裕治君） ええと、１つ目は、全協をもう少し余裕をもって、こういう議

論がしたいから、早く開いてほしかった。１回してほしかったというのが１点目。 

それと２点目が、大体元旦ビューティ工業さんというのは、あそこに工場をつく

りたいからあそこ買われたわけですよね。で、工場または倉庫をつくるということ

で、私たちも雇用の促進につながるということで期待していたわけですよ。その中

で、仮置き場になってしまえば、また工場つくるにしても倉庫つくるのも遅れるわ

けだし、実際快く貸していただいたのは嬉しいんですけども、それが今後の進出に

影響するってことがあるのか。だから、出て来るのか出て来ないのかというのが２

点目。 

３点目に、来年の３月まで借りてますけども、その後延長というのがあるのか、

ないのか。もうちゃんと３月まで片付けてしまいますよということでいいのか。そ

れを教えてください。 

○議長（永田義昭君） 町民環境課長。 

○町民環境課長（野田俊明君） １点目の全協については、確かに議員のおっしゃると

おりで、もうちょっと詳しく説明する時間を設けられたらよかったなと今思ってお

ります。申し訳ございません。 

２点目のほうは、私はちょっと差し控えさせていただきたいと思ってます。回答

のほうはですね。 

３点目。３月まで今回予算が上がっているが、その後の予定はどうするのか。一

応目標としましては、とりあえず３月までで公費解体をとりあえず目標としており

ます。その中で２９年度におきましても、別の事業として環境省のほうが予算を上

げなさいということで言っておりますので、２９年は２９年度で、解体分あるいは

諸々の整備あたりの費用を計上させていただきたいなと思っております。この災害

の廃棄物の処理に関しては繰越しというのはございません。単年度ごとに補助対象

になりますので、ちょっと特異な形になりますけれども、今、議員おっしゃられま

したように最悪の場合は２９年度の予算も必要となるかなと考えております。以上

です。 

○議長（永田義昭君） 笠原良一君。 

○１０番（笠原良一君） ええと、ちょっと関連で、私、これは議案３３号でお尋ねし

ようかなと思っておったわけですよ。しかし、ちょっとこれ関連しとるもんだけれ

ども、ここでしますが。２,１６０万円ですね、これ計上してあります。これは全
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額町持ち出しですか。それとも補助金かなんかあれば、補助金がどれくらいあっと

かわかりますか。 

○議長（永田義昭君） 町民環境課長。 

○町民環境課長（野田俊明君） これは補助対象になるものでございます。基本的に２

分の１なんですけれども、交付税措置等々されまして最大９７.５％。去る７月２

６日だったですか、閣議決定されて、この熊本地震におきましては、災害対策債を

発行できる見込みのある市町村は最大で９９.７％までの補助対象が見込めること

になっております。うちの場合はその０.３％の負担ではないかもしれませんけれ

ども、２.５％、市町村負担が２.５％から０.３％の間になるみたいで、ちょっと

２７.５％以上の補助対象になり得る見込みでございます。以上です。 

○議長（永田義昭君） 笠原良一君。 

○１０番（笠原良一君） さっき、こう聞いてですね、元旦ビューティさんの今持ち分

が３万平米ぐらいあるとじゃないかなと思いますが、この私、出て来るか出て来ん

かそれまでは知らんけど、３万平米。１万平米したけんて言うち、出て来よう思っ

たら、元旦ビューティさんは残った所を貸して、２万平米のうちにどれだけする

か。その余地はあるとじゃなかろかなと思いますが。こら元旦ビューティが出て来

る出て来んなわからんけど、何万平米残っとるわけですか、あと。わかりますか。

元旦ビューティの持ち分ですね。前は４万どがしこ平米あったっでしょ。 

○議長（永田義昭君） 町民環境課長。 

○町民環境課長（野田俊明君） 現在、公簿上で、３万１,００２平米ということにな

っております。 

○議長（永田義昭君） 米村洋君。 

○９番（米村 洋君） 町民環境課長ね、元旦ビューティからね、これ７カ月間借りた

というような話だったね、さっき。そうですか。 

○議長（永田義昭君） 町民環境課長。 

○町民環境課長（野田俊明君） とりあえず、８月３１日の契約ではですね、９月１日

から３月３１日まで借り上げるというような契約をしております。 

○議長（永田義昭君） 米村洋君。 

○９番（米村 洋君） あのね、これ今から整備をしてですね、町長、これとてもじゃ

ないがね、何年もかかると思うんですよ。１回借りて１回整備をしたら、今から結

局ですね、公費解体で町発注の仮置き場をつくらなきゃならない。それに対して単

年度、例えばその７カ月といっても、また更新更新で結局数年間は契約を延長しな

きゃならないと思いますね。そのへんのところも、町民環境課長、議会によく説明

するという、そしてね先ほどね、全協と片山議員が言ったんだけど、それは議長が
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これに対して議会はこういうと思ってるからというね、全協を開けと言わなきゃい

けない。だからね、長いスパンに仮置き場を使用しなきゃならないという想定で、

はっきりものを言ったほうがいいんじゃないのかなと思うんだけど。そのへんはど

う。 

○議長（永田義昭君） 町長、藤本一臣君。 

○町長（藤本一臣君） それぞれ江嵜議員、それから片山議員、米村議員さんもそこの

用地の部分につきましては大変ご心配もあられるのかなと思っておりますし、私ど

もも今回の仮置き場が必要になることさえ、この前の８月１０日のあの時も申し上

げましたとおり、仮置き場が必要であるということさえ、あの時点までまだまだわ

からなかったわけでございます。その中で、どうしても仮置き場を町で設けないと

解体が進んでいかないという現実を踏まえて、それから急いで、じゃあ、どこの場

所にするのかという、先ほど課長から申し上げましたとおり、幾つかの場所も候補

地に上げまして検討いたしました。すぐ使えるのは、町民グラウンドすぐ使えるじ

ゃないかというご意見もございますが、やはりあそこは町民のみならず、多くの人

たちがスポーツをする場所としてこれからも使っていかなくちゃなりません。ある

いは、近隣には住宅もございます。なるべく、近隣に住宅のない簡素な所を選ぶべ

きだろうという視点からも、あの場所を選んできたわけでございますし、企業誘致

にしましても諦めているわけでも何でもございませんし、元旦ビューティさんもあ

の土地は活かしていきたいという気持ちはお持ちでございますし。しかし、３ヘク

タール残っておりますけれども、すべてを元旦ビューティで使うという計画は今の

ところ持たないと。ですから、仮に１ヘクタールを使ったとしましても、あと２ヘ

クタールは他の企業さんでもどうぞお使いくださいという部分のご返事もいただい

ておりまして、担当課のほうで県と一緒になりまして、元旦ビューティ以外の企業

さんの進出を、今一生懸命模索をしているところであります。その中で、あの１ヘ

クタールの土地をお借りするというのは、私たちも苦渋の選択でございましたが、

先ほど言いましたようないろんな条件を総合的に判断しますと、あの場所が一番適

地なのかなということでご相談をし、そういった状況であるならば、どうぞお使い

くださいというお返事の中で、現在に至ったということでございます。当然、それ

に対します整備費用等々も必要になるわけですので、セットで予算を専決すれば一

番すっきりしたんでしょうけども、それではどうしてもその経費がかさむもんです

から、その分まで含めて専決処分というわけにはいかないと。しかし前提になりま

すのは土地でありますので、その土地につきましてはご相談ができるということ

で、早めに契約をさせていただくということで専決をさせていただいた。その前提

が整った上で、今回この用地費等あるいは整備費等も９月議会に計上をさせていた
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だいたということでございますので、そのあたりのところ、ぜひご理解をいただき

たいと思っておりますし、企業誘致を諦めたわけでも何でもありませんし。まあ併

用して入口は当然今の入り口を設けますけれども、今度お借りしますのは一番その

中でも奥まった所の場所でございます。今、行っていただければわかると思ってお

りますけれども、今もう草ぼうぼうの状態でございますし、他の所は土砂の仮置き

場ということで早尾園・八祥苑さんが活用されるということで、これもご無理を申

し上げましてインターチェンジの工事の時出た土砂をあそこに置かせていただい

た。これから今、早尾園・八祥苑さんが持ち出しをして、その整備をされておりま

すけれども、そういったところでの土地が搬出されてしまいますと、その２ヘクタ

ールの部分はきちんと企業用地としての要を果たすわけでございますので、そちら

はそちらとしてこれからまた一生懸命進めてきたいと思っております。いずれにい

たしましても、セットで提案をしてご意見をいただくのが一番よかったわけでござ

いますが、そういった事情で用地の部分を急がせていただいたということで、ご理

解をいただきたいと思います。 

○議長（永田義昭君） 米村洋君。 

○９番（米村 洋君） 町長ね、この仮置き場ですね、例えば協会がね、・・・解体か

らね処理まで全部するかなという話のもとにね、これは進んでいったと思います

ね、解体は。ところが協会がどうしても解体しても処理場が受けてくれないからと

いうことで、再度行政に相談を来たことにおいて非常に手を打つのが遅れたという

こともあるわけですね。だからもう緊急性を有したということで。ただね、ここに

１ヘクタール借りたんですけれど、今から解体始まります。そしたらね、品目がど

れくらいのものが出てくるのか、まだわかりません。で、何品目を制限されるのか

もまだ決めてないんじゃないかと思うんですね。例えば県あたりは４品目というよ

うに決めているんですが、とんでもない十何目の品目が出てくるんじゃないかとい

う想定をするわけですね。ところがこの１ヘクタールで、果たして間に合うのか間

に合わないのかということの、これは１つの想定をしとかなきゃならない問題があ

ると思いますね。そのへんのところもよく検討されて、早急に整備をされてです

よ、結局解体を早急に迅速に進めなんということが今一番必要だと思いますね。そ

のへんのところをちょっと決意を再度言っていただきたいですが。 

○議長（永田義昭君） 町長、藤本一臣君。 

○町長（藤本一臣君） 先ほど収集品目、分別品につきましては課長のほうからおおむ

ね８品目という目途を付けていると。数量につきましても解体の件数から大体その

１ヘクタールあれば、その８品目に分けたときにも足り得る面積だろうという試算

はいたしておりまして、その１ヘクタールが出てきております。要はあのう期間の
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問題が一番心配されている部分もございます。おっしゃるとおりでございまして、

現実的なことを考えますと７カ月で済むのかというのは、多分無理だろうと思って

おります。そこで元旦さんの交渉の時には、おおむね１年程度という話はしてござ

いますが、先ほど言いましたとおり、単年度単年度の契約でないと国のほうも認め

てくれないという部分がございまして、まずは７カ月の契約をさせていただいたと

いうことでございまして。その交渉の段階では、１年間あるいはひょっとしたらそ

れよりも延びるかもしれないということは、元旦さんのほうにもお繋ぎはしており

ますが、ただ今回の契約としましては、３月までということで一応切らせていただ

いて、その状況を踏まえながら先ほど言いましたとおり、必要な期間をお願いをし

ていかないかんのかなという思いは持っておりますが、じゃあいつまでなのか、と

いうのはなかなか見えてまいりませんが、そういった部分は、含めた上でこれから

その事業を進めていかなならんと。何を言いましても、解体を早く急いで進めてい

くというのが私どもの今一番の使命かなと思っておりまして、そういった意味でも

ぜひご理解をいただければなという思いでございます。 

○議長（永田義昭君） ほかにありませんか。江嵜悟君。 

○５番（江嵜 悟君） そこで商工観光課長にお伺いしますよ。 

企業誘致に関して、何ら今回の仮設する分については支障はないと考えてよろし

いですか。 

○議長（永田義昭君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（西田美子君） 商工観光課のほうからお答えいたします。企業誘致に

つきましては、町長から先ほどございましたとおり、現在県ともお話をしながら、

そして進出の話も随時ございますので、そこも話を進めております。元旦ビューテ

ィ工業さんのほうにも、そのようなお話をおつなぎしながら、ただ具体的な進出の

時期ですとか進出の希望される事業所につきましても、具体的な時期はございませ

んので、時期が具体的になりましたときにまた町のほうと協議をしながら優先順位

のほうを考えながら、進めていきたいと思っております。 

あの場所は議員も言われていましたとおり、町にとって企業誘致有力な場所であ

ると考えていることに変わりはございません。これからも、企業誘致のほうに進め

ていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（永田義昭君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。 

次に、承認第８号について質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第３０号について質疑はありませんか。江嵜悟君。 

○５番（江嵜 悟君） 総務課長にちょっとお伺いします。今回職員の降給に関する条

例、これは今までにどういう形で条例として存在していたのか、もう全然なかった

のか、というのが１つ。 

それからもう１つちょっと気になるところが、その任命権者がこの降給を決める

にあたって、結局町長の指示に従わない、町長の指示に従わないという表現はおか

しいかな。町長に意見する「ああ、町長それまずいですよ」「こういうやり方もあ

りますよ」という意見する職員がいなくなるんじゃないか。町長、任命権者が勤務

年数、その他職員の資質に判断してこういうことをやっていくんだということにな

れば、非常に問題があるのかなと思うんですが、そこのところはどういうふうに考

えていけばいいのか。 

それから、これずっと読んだんですけど、非常に難しくて判断できないんです

が、第３条のウですね、ウの所の一番最後に「当該適格性を欠く状態がなお改善さ

れない」と、町長がそういうふうに考えるわけですね。「されないとき（イ及びロ

に掲げる場合を除く）」というのは、何を除くか。ロというのがどこにあるのかも

わかりませんが、どういうふうにこの町長が職員を適格性に欠くと判断して降給し

てしまう。これを簡単に認めるような条例になってしまうんじゃないかという懸念

がありますが、そこのところはどういうふうに考えればいいんでしょうか。 

○議長（永田義昭君） 総務課長。 

○総務課長（陳野信次君） まず１点目のこれまでの対応でございます。 

これまでも職員の降格というのは、懲戒処分に準じてあってきたところでござい

ます。懲戒処分につきましては、地方自治法に規定された懲戒免職から戒告まで４

段階に分けてございます。そのほか、現在与えられている職にふさわしくないとい

うような事案があったときには、町の懲戒処分に準じたところで降格という処分も

あってきたところでございます。今回、新たに設けなくてはならなくなったといい

ますのが、その降格というのがこれまで給与上の降格の扱いであったということ

で、仮に５級の課長から４級の課長補佐へ降格させるというような場合、給与の扱

いの降格という意味合いがこれまであってきたということを、これが前提でこれま

でやってきたところですが、今回の地方公務員法の改正によりまして、あくまで職

員の給与については、その職に応じた給与を格付けするということで、仮に５級の

課長から４級の課長補佐へ職を配置換えするというような場合には、５級から４

級、課長から課長補佐への格を下げるということで、そこが明確になってきたとい

うことで、今回新たにこの降格を厳密に規定する条例が必要になってきたというこ
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とで、今回条例を提出させていただいたというところでございます。 

それと、２点目の任命権者への意見がなかなかできなくなるのではないかという

ご心配でございます。これにつきましては、やはり今回制定しております条例の中

で、必要な手続きというのは当然取る必要がございますし、一番出てまいりますの

が、やはり先ほど言いました懲戒審議会での意見が、まあ町長はその委員ではござ

いませんけれども、懲戒審議会の中で処分については審議をし、それを町長のほう

へ具申をされるという手続きがなってまいります。その意見具申を町長は参酌して

処分の決定を下すということになってまいります。 

それから３点目の町長が定める措置を怠ったにも関わらず当該適格性を欠くと、

これにつきましては本人に、今町のほうでも人事評価やっておりますけれども、本

人のその職における適格性について改善を求めた場合、任命権者の方から認めた場

合、「あなた、こういうところに資質として不足がある」というような場合に、そ

の改善を申し出た場合に、それについて本人が真摯的にそれに取り組まないという

ような場合に、一時期数年前だったかと思いますけれども、大阪市のほうで職員が

研修を受けたにも関わらず、本来の職務に復帰することができないということで懲

戒処分を、免職を受けた事例があったかと思います。そういうような場合も想定

し、あくまで今回の条例も国家公務員に準じた規則の改正という形になっておりま

すので、大きな規模での今回の改正という形になっておりますけれども。まあ、あ

れば適用はできるんですが、今、本町の職員ではそこまでなるような事案はないの

かなと想定をしているところでございます。すみません。 

○議長（永田義昭君） 米村洋君。 

○９番（米村 洋君） あのね、この課長ね、この条例を制定すると降給ということ。

よっぽどね、公務員として平等性がなってない。例えば休みを長期間に取ったり、

非常に平等性がならないということでね、これはいかんということで出されたかな

という気持ちがあるんですけれど、そのへんのところはどうですか。今現在降給に

値する職員は、今その課長はいないようなことを言ってたんだけど、いるんじゃな

いの、普通は。正直言ってよ。 

○議長（永田義昭君） 総務課長。 

○総務課長（陳野信次君） それぞれの職員、頑張って自分に与えられた職務に頑張っ

ていただいて。 

○９番（米村 洋君） あのね、職員の勤務状態は何カ月休んだら、何日出たらまた何

カ月休むことはできるの。それは、どうなの。 

○議長（永田義昭君） 総務課長。 

○総務課長（陳野信次君） 職員が公に休暇を取得できますのは、年次休暇とそれから
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病気休暇というのが特別休暇でございます。特別休暇につきましては、その病気休

暇につきましては９０日を限度ということになっております。９０日を過ぎます

と、必然的にそれから先は欠勤、年次休暇もなければ欠勤という形になってまいり

ますので、給与に響く、給与の減額という措置になってまいります。 

○９番（米村 洋君） ９０日休んで、また一日二日出てきて、また診断書出したらま

た休めるの、９０日間。 

○総務課長（陳野信次君） 今の件につきましては、最初の病気が９０日で完治したと

みなして職務に復帰するということで、その職務に復帰した日から確か２０日か２

１日、３週間、間を置かないと次の同じ病気での私傷病休暇には入れないというこ

とになってまいります。 

○議長（永田義昭君） 米村洋君。 

○９番（米村 洋君） 今、うちの町にそれに値する職員はいるんじゃないの。先ほ

ど。いるんだったら、どしどしだね処分していかなきゃならんですよ。条例を制定

することにおいては。 

○議長（永田義昭君） 総務課長。 

○総務課長（陳野信次君） 厳しいご指摘もいただいたところでございますけれども、

１つは職員につきましては、今言いましたような特別休暇、それとまた地方公務員

法で守られた職員としての身分を守るためのいろんな措置がございます。もう休暇

がなくなって、私傷病休暇の期間も済んでしまったということで直ちに懲戒免職と

いう形じゃなくして、現在の制度では分限制度による病気休暇の分限休職という扱

いが２年間は得られるという制度になっておりますので、それを取得している職員

も今若干１名はいるという状況でございます。 

○９番（米村 洋君） 辞めさせなきゃいかんね。 

○議長（永田義昭君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第３１号について質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第３２号について質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第３８号について質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第３３号について質疑はありませんか。河口涼一君。 

○１番（河口涼一君） ３点ございますが、１項目ずつ言ったほうがよろしいですか

ね。３項目一遍に質問していいですか。 

○９番（米村 洋君） 議長、議長、ちょっと河口議員が長くなるようだったら、ちょ

っと休憩しましょうか。 

○１番（河口涼一君） いえ、長くはなりませんが。 

○議長（永田義昭君） 今何分だ、１時間半ばっかなるですね。ここで休憩いたします

が、ちょっと５時を回ったときは延長しますのでよろしくお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後４時１９分 

再開 午後４時２７分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

先ほど、総務課長のほうから議案第３０号の議案の修正をお願いしたいという旨

がございましたので。総務課長。 

○総務課長（陳野信次君） 大変失礼いたしました。先ほどご審議いただきました議案

第３０号で、江嵜議員が大変難しかということで、第３条第１項第１号、ア、イ、

ウのウです。ここに括弧書きして「イ及びロ」と記しておりました。大変申し訳ご

ざいません。第１号のア、イの間違いでございました。お詫びして議案のほうの修

正をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（永田義昭君） それでは３４号について、先ほど河口議員の。河口議員。 

○１番（河口涼一君） この質問は深く内容を追及するようなものではございません。

簡単にお答えいただいて結構ですが。 

まず１６ページの一番下、民生費ですね。ここで委託料９４２万４,０００円計

上してありますが、地域支え合いセンター設置運営委託料ということですが、勉強

不足で申し訳ないですが、地域支え合いセンターというのはどこにあって、どうい

うことをなさるのかということ、ちょっとお教えいただければ。多分、私だけ存じ

てないのかもしれませんが。 

それから１７ページ、民生費、災害救助費、ここは１８０万円計上してあります

が、ユニットハウス等の借上料ということですが、これは一体何棟分なんでしょう

か。 

それともう１点。３点目が２１ページですが、これが今回の肝になるかと思いま

すが、商工費の１０番、商工業振興費５,０００万円、住宅リフォーム等促進事業
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補助金、このことでお尋ねをしたいんですが。これまでどおりこれは２０万円を上

限に補助をしますよということで、先ほどのお話でしたら今回、この分に限っては

町外の事業者も認めるというお話だったですかね、はい。それから申請から交付に

至るまでの期間、手続きなんですが、実はもう前震が発生してやがて５カ月です

か、経とうとしていると思うんですが、その間待ちきれなくてもう手短なところで

済ませたよと。一部損壊でどうせ出ないということでですね。そういう方たちが、

４月まで遡って申請対応していただけないもんだろうかと。できれば、私たちも被

災された方にいろいろお話し聞いたんですが、聞いた中で使えないということだっ

たもんですから、リフォーム事業ありますよということで、こちらのほうをどうぞ

お使いくださいということで、もしかしたらその時すぐ行かれた方もおられるかと

思うんですが、これまで待っておられた方もおられるかとは思うんですが、そこま

で含めてお考えなのか。以上３点をお尋ねします。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（増永光幸君） まず１点目の、地域支え合いセンターについてのご質

問にお答えしたいと思います。 

これは県下被災地の仮設住宅を設置しております１６市町村で、仮設住宅を設置

いたしておりますが、その仮設住宅に入居されている方々と合わせて被害に遭われ

た方々のサポート、要するに相談的な受け身的な相談ではなくて、積極的にこちら

から相談に押し掛けるという表現は適切かどうかはございませんが、積極的にその

相談に応じるという制度をとるもので、氷川町においては町の社協に委託する予定

でございます。県下１６市町村においても社協に委託するような流れで、現在進ん

でおります。なお、内容としましては社協の事務員を中心に相談支援員２名、それ

に係る補助員２名、人的な部分をこの補助金を使って構築してまいりたいと考えて

おります。なお、熊本県は県の社協のほうに委託する予定でございまして、県の社

協と町社協、密接な関係もございますので社協のほうが委託するには一番よろしい

かと考えております。以上、説明終わります。 

○議長（永田義昭君） 河口涼一君。 

○１番（河口涼一君） この名称からして、支え合いセンター設置ということで、場所

はもうこの社協の中にあるということで、例えばこちらの今のまあ本所と言います

か、今の事務所がそのセンターということで理解していいんですね。今、宮原に何

とかセンターとかありますが、別にそちらに置くということではなくて本所のほう

に置くということでよろしいわけですね。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（増永光幸君） はい。今、おっしゃいましたとおり、センターを新た
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にどこかにつくるというものではございません。現在、竜北福祉センターのほうに

社協がございますが、そちらの建物の中に一部スペースを確保しまして、支え合い

のセンター的な機能を充実させていきたいと考えております。 

○１番（河口涼一君） わかりました。 

○議長（永田義昭君） 建設下水道課長。 

○建設下水道課長（前崎 誠君） はい、それでは河口議員さんの２点目のユニットハ

ウスの設置のことについてご説明します。 

住家と同じ敷地内に、ユニットハウスやコンテナハウスをリースにより設置する

場合に対象になります。市町村がリースを行い、それを被災者の方に貸し付けるも

のになります。住宅部分のみの対象になります。先ほど件数と言われましたので、

リース最高額の３万円の５件分の１２カ月分、１８０万円を組んでおります。以上

です。 

○議長（永田義昭君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（西田美子君） それでは住宅リフォーム事業について、ご説明をさせ

ていただきます。町長の説明、企画財政課の課長の説明にもございましたとおり、

今回の地震によりまして、被災された一部損壊の住宅に対する支援の策でございま

す。住宅リフォーム事業、ご存じのとおり平成２４年度から実施をしております。

既に５年目となりますけれども、被災された方でこれまで本事業を利用されていな

い方は既に補修のために申請をされ、完了をされているところもございます。しか

し、本事業は当初から１物件１度が事業として申請を受け付けておりますので、こ

れまでこの４年間で申請をされていらした方については、もうこの事業では対象に

ならないというところでございましたが、ご存じのとおり一部損壊の家屋に対しま

しては支援がないということでございましたので、この事業でその方たちへの支援

をしていこうということで、この事業をただし書きによりまして対象を見直したも

のでございます。ということですので、まず最初の上限と率につきましては、この

事業２０％の２０万円ということで変わらず対応をしてまいりたいと思います。ま

た既に工事、４月から５カ月が経っておりますので、工事に着工・完了されていら

っしゃる方も既にこれまで申請をされて、今回もこのリフォーム事業の対象になら

ないと思われてされている方もいらっしゃると思いますけれども、そういった方も

当然対象にしていかなければいけないと思っております。その場合は、この事業に

対象でないということで町外の事業者、登録でない事業者の方に施工をお願いされ

ている方もあろうかと思いますが、その場合も対象としていきたいと思っておりま

す。 

周知の方法といたしましては、今回、現在約６６０件の一部損壊の被災の方がい



 

 － 68 －

らっしゃいますので、その方々への個別の通知。また来月号の広報誌でまだ証明を

取られていらっしゃらない方もあろうかと思いますので、その方々への周知の意味

では広報誌を通じてご連絡を申し上げたいと思います。そして安心安全な生活を一

刻でも早く取り戻していただきたいということで、この震災の枠につきましては来

年度までを計画をしております。予算措置が前提となりますので、これまでのリフ

ォーム事業に合わせましてこの震災対応につきましても、皆様方のご理解と今後と

ものご支援をお願いしたいと思っております。どうぞ、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（永田義昭君） 河口涼一君。 

○１番（河口涼一君） 繰り返しになりますが、整理をさせていただくと、既に工事が

終了していても遡って、この施工をですね、いつから施工をするという日に遡って

補助対象になるということでよろしいですね。わかりました。 

○議長（永田義昭君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（西田美子君） 本来であれば、登録事業者ということで本事業進めて

まいっておりますけれども、先ほど申しましたとおり震災、地震から５カ月が経っ

ておりますので、遡って対応をさせていただきたいと思っております。よろしくお

願いいたします。 

○議長（永田義昭君） 米村洋君。 

○９番（米村 洋君） あのね、今ね、ちょっと関連するんだけどね、町長ね、この一

部損壊について非常に５,０００万円予算計上してみえた、これ単費事業というこ

とでね、非常に大きい財政を伴うわけですね。よく決断されたと思うんですが、

今、熊本県でうちの町と御船の町ですかね、２カ所がその補助の規定が何か一部損

壊にあるということをお聞きしたんですが、そちらの町がどれぐらいの補助金を出

すのかわからないんですけれど、これはどんどんどんどん周知徹底されてやってい

ただきたいと思いますね。 

それとね、町長ね、１つちょっとその私の個人的なお願いがあるんですが。この

ユニット的なことに関連して、野津の仮設、あるその議員がね、非常にねむかつい

とるとがあるわけですよ。その２年間、２年間で撤去するのかしないのか。それは

ちょっと難しいというのが私の見解なんですよ。本人に説明した。あれは２年間

で、その１つの仮設を撤去するというのは、非常に難しい。２年で復旧復興はとて

もじゃないが難しいだろうと。だからやっぱり４年５年かかって、あわよくばあれ

を払い下げてもらって、町営住宅ということも視野に考えなきゃならないと。その

へんのところをですね、もしも地域のグラウンドを取り上げたとかいうようなこと

を、非常に危惧していることにおいて、じゃあ２年先に撤去しないとか、３年先に
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撤去しない場合、その人たちのグラウンドなりどこかでつくってあげようとか、そ

のへんのところをちょっと、意思の疎通をちょっとこの議会を通じてちょっと諮っ

ていただきたいんですが。いいでしょうか。 

○議長（永田義昭君） 町長、藤本一臣君。 

○町長（藤本一臣君） 応急仮設住宅につきましては、３カ所に建設をいたしました。

公共の施設用地を優先せろということでございまして、その中でもやはり生活のし

やすい場所を選ぶべきだろうということで、３カ所を選ばせていただきました。当

然、その段階で少し地元の方々とのやり取りが不足した部分は、もうお断りをした

いと思っておりますし、区長会の皆様方あるいはその直接の協会の皆様方にも、お

詫びを申し上げたところであります。その上で、応急仮設住宅、基本的には最長２

年というのが国の基準でございますので、現段階ではその２年というのが１つのい

わゆるタイムリミットだろうと思っております。それよりも早く自分で復興できた

方は、もう退去されるわけでございますので、そういった所をずっと残すというこ

とにはならないと思っておりますが、ただ、おっしゃいましたのは最悪の場合とい

う話でございますが、そのことは現段階でそこまで言及することは私のほうからは

言及は避けたいと思っております。 

そのあとの活用につきましても、現段階で私どもが軽々とそのことを述べること

はよろしくないと思っております。ただ、現実の問題としては、そういった時点で

２年後どういった判断をすべきなのかというのは、その時点でまた判断をさせてい

ただきたいというふうな所存でおります。 

○議長（永田義昭君） 松田達之君。 

○７番（松田達之君） 今、町長が説明で、こらですね、やっぱこら震災で困った人が

おんなはるけんね、そこの点が時間的に時間がなかなかて、やっぱり話合いをする

べきだったと思う。こら町長、本当ですたい。こらね、野津の区長会、各種団体寄

せて、そこ３０分、１時間でよかっですたい。そこの点がなかったけんて言わして

もですね、やっぱり役場に来て副町長、町長の・・・あったんですばってんね。や

っぱり、そこん点ばですねあれば、わしもそぎゃん強く言わんわけですたい。そら

ですね、やっぱ野津の前ん時も、やっぱあそこのグラウンドに元の一守町長がつく

ったわけですたい、アパートば。して、グラウンドまでつくる予定だったですた

い。して野津の区長会は、「こら、でけんて。こらもう百何十年もやっぱ南部小学

校の跡地でグラウンド、ここだけは残してくれ」って言ってから一守町長、つくら

なかったわけ。それですけんね、やっぱ反対じゃなかっですたい。これは、やっぱ

最初ですね、野津の区長会、各種団体寄せて話合いするなら、なんじゃなかったで

すたい、うん。やっぱこれしこ震災を受けてあれしとんなら、やっぱ反対じゃなか
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っですけん、こら。そこばやっぱわきまえてもろうてですね。今後また、よろしく

お願いしたいと思います。以上です。 

○議長（永田義昭君） 町長、藤本一臣君。 

○町長（藤本一臣君） 松田議員も地元の議員として、大変お気遣いがあるのかなと思

っておりまして、先ほど申し上げましたとおり、確かにスタート時点で少し行き違

いがあったところはもう認めざるを得ません。その上で、それぞれ皆様方にはしっ

かりとご説明をしご了解をいただいたところでございますので、先ほど申し上げま

したとおり、議員のほうといたしましても、まあとにかく使わせてくれと、先のこ

とはその時点でまたしっかり考えていこうじゃないかということは、どうぞ皆様方

にもおつなぎをいただきたいと思っておりますし、野津の区長会の皆様方にも区長

会ありました時に、しっかりと私のほうからお詫びは申し上げたところでございま

すし、先ほど言いましたとおり、グラウンドゴルフあるいはゲートボールの協会の

会長さんにも担当課長が行きまして、その旨をお詫びを申し上げご協力をいただい

たというところでございますので、その気持ちはやっぱりありがたく思っておりま

すので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（永田義昭君） 片山裕治君。 

○８番（片山裕治君） １９ページの１４節、使用料及び賃借料、１５節の工事請負費

のところで質問させていただきます。 

昨年の台風に続き、今年の地震があったわけなんですけども、産業廃棄物の仮置

き場の必要性というのが、やはりあったと思います。そういう中で、今後もまた災

害というのが起こるかもしれないということで、そこで今回ここ２,５００万円と

いう数字が合わせて出ていますけども、これも来年の３月までの話であって、また

継続すれば４,０００万、５,０００万なるかもしれないというところで、今後の課

題として、仮置き場等の土地という重要性というのがあるんじゃないかなと思いま

す。そういった中で、氷川町で３千坪ぐらい、もうこのくらいぐらい金額かかるん

だったら、購入したらどうだろうかなと思うんですけども、その点についてどうい

う判断されていますか。ちょっと教えてください。 

○議長（永田義昭君） 町民環境課長。 

○町民環境課長（野田俊明君） 今の片山議員のご質問は、元旦ビューティの土地をそ

のまま購入したらどうかなということですけれども、先ほど、まあ。 

[「違う所」と呼ぶ者あり] 

○町民環境課長（野田俊明君） 失礼しました。違う土地、もしそういう土地が見当た

っていたら今回応急的にそちらを借るというふうな算段もできたのかなと思ってい

ますけれども、現在、公有財産でそういった面積を持っているところがかなり限ら
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れてきているのかなと思います。そういった意味で、今ご指摘がありましたけれど

も、そういう土地が確保できれば、町としてもそれにこしたことはないんですけれ

ども、今後、ちょっと検討していきたいと思っています。こういう答えで、答えに

なっていませんけれども、これでよろしいでしょうか。以上です。 

○議長（永田義昭君） いいですね。ほかにありませんか。江嵜悟君。 

○５番（江嵜 悟君） １つだけ。今回震災予算、随分上がってきてます。財政措置に

ついては補助金、それから起債の交付金裏付け等の説明があっております。今回、

震災の家屋解体に関しておおむね試算すると１０億、今のところ１０億程度。まだ

これ増えてくるんじゃないかと思うんですけれども、そのうちのほうの、氷川町と

しての財政を顧みたときに、この財調をどのくらい切り崩さなければいけなくなっ

てくるのか。単費として、最終的に今回５,０００万が上がりましたけれども、単

費としてどのくらい出していかなきゃいけないのか。これから先の氷川町の財政と

して問題ないのかどうか。そこらへんの試算をしながらやられているのかどうか。

企画財政課長に聞きたいんですが、そこまで試算されているかどうかをちょっとお

伺いします。 

○議長（永田義昭君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（森田寿也君） 一応は、ある程度まだ財政調整基金がございますが、

それをどれだけ今度の災害で、震災で取られるかというのは、まだ見えておりませ

ん。まるまる見えていません。今からまたあると思いますので、大体これくらいだ

ろうというところで、今は計上させていただいておるところでございます。以上で

ございます。 

○議長（永田義昭君） 江嵜悟君。 

○５番（江嵜 悟君） うちの氷川町の予算が１００億、もう到達する可能性が出てき

ました。本当に財政については、非常に有能な職員がいますから、そこの厳しさも

頭に入れながら、私はその単費事業をやっていくべきだと思います。ただ今回のリ

フォーム事業については、町長から説明を受け、ぜひやっていただきたいと思いま

すが、国保の減免についても町長は早速やっていただいて、私は国保審議会の会長

として非常に嬉しいところです。そういう財政のものを議員として知りながら、予

算の執行に賛成するか反対するかというのを考えていきたいと思ってます。実質、

町長どうでしょう。これから１００億の予算を多分経験しないであろう、これから

も経験しないであろう予算になっていくんですが、それを預かっている町長とし

て、ここの予算計上についての腹づもりを少しお聞かせいただければと思います。 

○議長（永田義昭君） 町長、藤本一臣君。 

○町長（藤本一臣君） 議員おっしゃいますとおり、私たちのこの町政運営というの
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は、いわゆる予算主義でございます。財政あっての事務執行でございまして、常に

その予算というものは、あるいはその財源というものは考えておかなければならな

いと思っております。今回の分につきましても、単費で突っ込む分がたくさんござ

いますけれども、先ほど言いましたとおり国からの裏負担、その他の交付税負担等

があるという前提での今回の８８億の予算でございまして、これを我が町だけでこ

ういった予算を組むということは、これは皆無でございます。そういったことは常

に考えておきながら、そしてそのことは常に皆様方にオープンにして、これだけの

事業をやっていきますと、ここにはこれだけの裏負担がありますと、最終的にうち

の負担がこれだけありますということは、常にオープンにして皆様方にまたご相談

をしていきたいと思っておりますので。そしてまた、節約できるところはしっかり

節約をしながら、次の投資へのまた準備もしなくちゃならんと思っておりますの

で、そのあたりはしっかり考えていきたいと思っております。 

○議長（永田義昭君） いいですね。質疑なしと認めます。 

次に、議案第３４号について、質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第３５号について、質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第３６号について、質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第３７号について、質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第１号について、質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第２号について、質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第３号について、質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 
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次に、認定第４号について、質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第５号について、質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第６号について、質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、同意第１号について、質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております認定第１号から認定第６号までは、次回定例会ま

で総務文教並びに産業建設厚生常任委員会に付託して、継続審査とすることにご異

議ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。 

したがって、認定第１号から認定第６号までは次回。 

［「議長、議長、何て言いなった。決算認定を常任委員会に何て。」という者あ

り］ 

○議長（永田義昭君） 付託して継続審査とすることにご異議ありませんか。そして、

異議なしだったでしょ。 

［「まだね、常任委員会に付託はせんよ。まだ決めてないよ、そういうことは。認

定をいつやるのかも、まだ決まってないし。」という者あり］ 

○議長（永田義昭君） なら、継続審査でいいでしょ、はい。まあ一応、形はどっちで

も継続審査、もうあとは委員会のほうに、はい。 

［「・・・決定したものとないもので・・・でください。訂正してですね、もう１

回、再度、言ってください。決算認定についてはというところからですね。」とい

う者あり］ 

［「決算認定については継続審査にしますで。」という者あり］ 

○議長（永田義昭君） 継続審査でしょ。はい。ああ、そうか。継続審査ですね。 

訂正します。お諮りします。ただいま議題となっております認定第１号から認定

第６号までは、次回定例会まで総務文教並びに産業建設厚生常任委員会へ継続審査
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とすることに。 

［「そこを言わない。」という者あり］ 

○議長（永田義昭君） 継続審査とします。ご異議ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。 

したがって、認定第１号から認定第６号までは次回定例会まで継続審査とするこ

とに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれで散会いたします。どうもお疲れでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後４時５７分 
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